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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（北市勲君） これより、本日の会議を開き

ます。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、４番竹村議員、８番御家瀬議員を指

名いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第２ 諸般の報告であり

ます。 

 事務局長に報告させます。 

〇議会事務局長（井波雅彦君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第３号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況ですが、全員出席であ

ります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第３ これより一般質問

を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序１、１、障がい者雇用について、２、安

全で安心な住みよいまちづくりについて、３、認定

子ども園について、議席番号５番、若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 通告に基づき質

問を行いますので、答弁のほどよろしくお願いいた

します。 

 冒頭、このたびの地震災害について、民主クラブ

を代表いたしまして一言お見舞い申し上げます。去

る９月６日午前３時８分発生の北海道胆振東部地震

は、震度７という北海道初の大地震であり、41名の

犠牲者とともに、北海道全域にブラックアウトと言

われる大停電を引き起こし、道内全域に人的被害の

みならず、経済的大打撃をもたらすなど未曽有の大

災害となりました。不幸にしてお亡くなりになられ

ました皆様に安らかなるご冥福をお祈り申し上げま

すとともに、被災された皆様方にもお見舞い申し上

げ、国や道による手厚い支援のもと、一日も早い復

旧、復興をご祈念申し上げます。私たちも議会人と

して、この災害を忘れることなく当市の防災体制の

充実に努めてまいりたく、改めて決意するところで

ございます。以上です。 

 それでは、件名に移らせていただきます。件名１、

障がい者雇用について、項目１、市職員の障がい者

雇用状況についてであります。現在国の障がい者雇

用のあり方が問題になっております。本来、障がい

者雇用を率先して取り組む立場にある行政機関が雇

用率の数字を水増しし、障がい者や国民をだまし続

け、今、国会で紛争の種となっております。障がい

者雇用への難しさはあるにせよ、障がい者団体がた

び重なる陳情を行い、長年の苦労のもと法改正を重

ね、やっと現在の障害者雇用促進法となったわけで

ございます。障がい者の雇用促進のための法律であ

るにもかかわらず、その法律が行政官庁で全く無視

され、基本的な扱いを間違えたり、数字を意図的に

つくりかえたりするなど障がい者に対する法律の形

骸化であり、冒涜であり、国際的にも大きな問題と

して批判の的になっております。空知管内にも間違

えた扱いが判明し、新聞報道されている自治体もあ

ったようでございます。 

 障がい者の法定雇用率は、平成30年４月１日より

地方公共団体が職員数の2.3％から2.5％に、民間企

業においては雇用人員数の2.0％から2.2％に改正さ

れ、今までより厳しくなりました。当市での障がい

者数は年々ふえていると思いますが、実態の把握は

どのようになっているのか改めて確認したいと思い

ます。現在当市の障害者手帳の受給者は何名おり、

そのうち生産人口に該当する障がい者は何名いるの

か、また当市では何名の障がい者が職員に採用され、

障がい者雇用率は何％になっているのか、正職員、

嘱託、臨時職員別の人数と雇用率を伺いたいと思い

ます。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 市職員の障がい者雇用状
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況についてお答えをさせていただきます。 

 障害者雇用促進法により、障がい者がごく普通に

地域で暮らし、地域の一員としてともに生活できる

共生社会の実現のもと、全ての事業主に法定雇用率

以上の障がい者を雇用する義務があるとされており

ます。また、障害者の雇用の促進等に関する法律施

行令の一部改正により、平成30年４月１日からこれ

までの障がい者雇用の対象である身体障がい者、知

的障がい者に精神障がい者が加わり、また法定雇用

率が地方公共団体は2.3％から2.5％へとなっており

ます。 

 本市の状況は、平成30年６月１日現在で法定雇用

障がい者数の算定の基礎となる職員数337人に法定

雇用率2.5％を掛けた８人に対し、障がい者の数は臨

時職員６名で実雇用率1.78％となっており、法定雇

用率を達成するために採用しなければならない障が

い者数は２名となっております。 

 平成29年６月１日現在での道内市町村の障がい者

雇用の状況は、全体の実雇用率は2.56％ですが、全

ての機関での達成となってはおりませんので、本市

においても実雇用率1.19％であり、これに伴い本年

２月には厚生労働省北海道労働局長より障がい者雇

用の一層の推進に関する要請を受けております。 

 本市の障がい者の年齢別状況につきましては、

1,000人を超える身体障がいを持つ方がおられます

が、18歳から60歳までの人数はそのうち95人と働け

る世代の方が少なく、高齢者が多い状況となってお

ります。 

 職員の採用につきましては、これまでも平成10年

並びに平成26年には障がいを持つ職員を採用してき

ましたが、いずれも現在は退職されており、その後

も職員採用試験の際には募集要項にも障害者手帳を

持つ方の募集を掲載しておりますが、応募がない状

況が続いております。そのようなことから、平成31

年度職員採用試験の応募についてはインターネット

検索のできる障がい者の就職等を支援する求人サイ

トにも採用情報を掲載したところですが、応募はな

い状況であります。いずれにいたしましても、障が

い者雇用の法定雇用率の達成に向けてハローワーク

を初め、関係機関と連携を図り、取り組んでいかな

ければならないと考えておりますので、ご理解いた

だきますようお願いを申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 私は、過去にお

いても障がい者の雇用数についてこの場で質問し、

要請を行いまして、２年を経て正職員の採用があっ

たわけですが、個人的な理由により残念ながら退職

されたわけでございます。 

 現在職員の募集要項に障がい者の要項も附帯して

募集しており、特に31年度に向けては障がい者の就

職等を支援する求人サイトにも採用情報を掲載して

いるということでございますけれども、応募がない

のは本当に残念なことでございます。それで、現在

の就職戦線、就活状況では売り手市場ということに

なっておりますので、来年の４月以降に各社の採用

が落ちついた時点で再度求人サイト情報を見ての応

募があるかもしれません。一般の職員採用の年次計

画は達成されておりましても障がい者の法定雇用率

達成には、本当にこれは難しいものがございます。

現在正職員の登用はなく、臨時職員採用にても２名

減員ということでございますので、特別枠をつくる

などして中途採用などの条件整備が必要かと思われ

ますが、その可能性について伺いたいと思います。 

 また、定年を迎えた障がい者とは別に途中退職し

た障がい者人数分を中途採用方式による随時補充と

いう障がい者雇用対策のこの考え方について、考え

方があればあわせて伺いたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 特別枠等の中途採用につ

いてお答えをさせていただきます。 

 赤平市の職員採用には、公益財団法人日本人事試

験研究センターに試験問題の提供と採点等を委託

し、統一試験において採用試験を行っているところ

でございます。職員採用の際には、募集の期間を設

けなければなりませんし、統一試験の設定日があり、
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いつでも受験日を設定できるということではありま

せんので、障害者手帳をお持ちの方につきましても

これまでは一般試験と同様に統一試験での募集案内

をしてきたところであります。 

 途中採用となりますと、募集期間や試験日の設定

などが必要になりますし、職員の配置等についても

年度途中ではなく、できる限り新年度に合わせた採

用と考えております。また、随時募集にしましても

同様に難しいところがありますし、雇用状況の調査

基準日が６月１日現在ということもありますので、

できる限り新年度、新採用ということで対応したい

と考えております。しかしながら、今年度につきま

しても法定雇用率に達していない状況にありますこ

とから、今後も引き続き新たな取り組みも検討しな

がら採用を考えてまいりますので、ご理解いただき

ますようお願いを申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

では法的な問題、それから規則的なことにも触れて

おりますが、当市の法定雇用率、これについては正

職員でも該当者がいないと、現在のところ。いない

だけに、かなり厳しいものがございます。それで、

障害者雇用促進法の趣旨を、今回数字が上がったと、

このようなことも理解の上、新たな取り組みの考え

方、これらも含めて今後もなお一層前向きな検討と

なりますことをこの場で要請いたしまして、この質

問は終わりたいと思います。 

 それで、次に項目の２、民間企業の状況と指導に

ついてでございます。当市には、数多くの中小企業

が存在しておりますが、それぞれの企業の障がい者

雇用率はどうなっているのか、またその実態と行政

の指導があるとすれば、その内容について伺いたい

と思います。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） 障がい者雇用に

おける民間企業の状況と指導についてお答えをさせ

ていただきます。 

 障がい者の法定雇用率につきましては、平成30年

４月１日から引き上げとなりまして、民間企業にお

きましてはこれまでの２％から2.2％となり、従業員

を45.5人以上雇用している企業は障がい者を１人以

上雇用するよう拡充されたところであります。 

 そこで、各企業の障がい者雇用率の状況と行政の

指導についてということでありますが、まず各企業

の状況ですが、当市におきましては労働基本調査に

おいて障がい者雇用の状況を調査しており、直近で

は平成28年度に実施した調査結果ですと条件を満た

している企業がほとんどであったものの、一部条件

を満たしていない企業もあり、状況を確認したとこ

ろ、雇用していたものの退職をされたケースもあっ

たところであります。また、北海道光生舎につきま

しては多くの障がい者の方が働いておりますが、授

産施設として働いている方は障がい者法定雇用率と

は別物でありますけれども、雇用関係のある従業員

につきましても障がい者法定雇用率を大きく上回っ

ている状況であります。 

 次に、行政の指導はということでございますが、

障害者雇用促進法に基づきハローワークが対象各企

業に対し、毎年６月１日現在の雇用の状況を報告さ

せ、状況に応じ文書や直接訪問により指導を行って

いるものであります。直接市が行政指導ということ

ではありませんが、今年度も労働基本調査を行い、

障がい者雇用の状況を調査いたしますので、法定雇

用率の引き上げに対応しているかなど状況を確認し

てまいりたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

におきまして、１度は雇用条件を満たしていたが、

障がい者が退職されたという一部の企業を除いて、

ほとんどの企業が法定雇用率を満たしているという

ことなので、これはひとまず安心いたしました。 

 ハローワークが対象各企業に対し、直接指導を行

っているので、行政からは企業への直接指導はない

とのことですので、この辺については理解するとこ

ろでございます。ただ、指導はないけれども、常に

状況を把握する努力はしているような、そのような
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答弁に受け取りますので、今後ともよろしくお願い

いたします。 

 障がい者の法定雇用率を守っている地元企業の健

康度といいますか、この健康度など物の考え方を把

握することで行政が行う将来の企業対策にこれは役

立つことかもしれません。また、当市はものづくり

のまちと言われて久しいのでありますが、当市の将

来のためには確実な企業対策が必要でございます。

その企業対策を支える子育て支援こそが当市存続の

鍵を握っているものと私は常に信じておりますの

で、企業の実態把握など今後とも前向きな企業への

取り組みをお願いいたしまして、この件名の質問を

終わります。 

 次、件名２、安全で安心な住みよいまちづくりに

ついて、項目１、防犯カメラの設置について。ここ

では、３点の理由からその必要性について伺いたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、防犯対策についてであります。現在人口減

に伴い、どこの町内においても空き家がふえており、

市の管理下にある公営住宅も例外ではありません

が、特に個人住宅には時折不審者が見受けられると

の情報が寄せられるようになってきました。ある町

内会館では、行事中に見知らぬ男が勝手に入り込ん

でトイレを使っていたとのことで、気味が悪い旨の

話もございました。不審者や空き巣対策、また悪質

な物売り対策として、公共物を中心として地域の各

要所に防犯カメラ設置の要望もございます。その必

要性もあろうかと思いますが、いかがでしょうか。 

 また、最近は防犯カメラの需要が高まり、非常に

安い商品も出ており、女性のひとり住まいなど個人

住宅に防犯カメラの設置を要する人には半額助成な

ど一定程度の助成も必要だと思いますが、安全で安

心できるまちづくりのためにと思います。行政の考

え方を伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 防犯対策としての

防犯カメラの設置につきましてお答えを申し上げま

す。 

 これまでも駅前交番の廃止に伴いまして住民要望

等がありましたことから、多目的交流センターみら

いに設置するなどしてきておりまして、さらに平岸

コミセンやガイダンス施設にも設置してきていると

ころでございますが、防犯カメラ設置等によりお話

のございましたとおり犯罪の抑止や犯人の検挙に効

果があり、犯罪のない安全で安心なまちづくりの推

進に当たって大きな役割を果たすものではあります

が、防犯カメラの増設につきましては赤歌警察署や

町内会、町内会連合会など地域の皆さんのお話を伺

いながら検討してまいりたいと考えているところで

ございます。よろしくご理解賜りますようお願い申

し上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 この問題につき

ましては、私もそれぞれの地域や各防犯団体からの

声を聞きながら質問しているところでございますけ

れども、当市における空き家対策の一部でもありま

して、また市民の不安解消につながっていくと、こ

のように考えております。また、カメラの増設につ

きましては、ただいまの答弁にありました赤歌警察

署、また町内会連合会との話し合いもし、それを伺

いながらということでございますので、そういうこ

とも含めてぜひ前向きな取り組みでよろしくお願い

いたします。 

 続きまして、ごみの不法投棄対策についてでござ

います。最近、テレビなどで廃棄プラスチックが海

洋を汚染してマイクロチップとなって海の生物に深

刻な被害を及ぼしていることや、これらのことから

海辺や河川でのごみ回収対策の必要性についても報

道されておりました。当市においても例外なく、ご

みの不法投棄が続けられております。ごみの不法投

棄は犯罪であるとの観点から、不法投棄防止対策も

必要でございます。路上における愉快犯的なごみの

ポイ捨てなどは、毎日のようにどこかで行われてお

り、それをキツネやカラスがいたずらし、まちじゅ

うにごみを散らかしているわけでございます。 

 毎年５月30日をごみゼロ運動の日と設定し、市民
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ぐるみの活動を推進している団体や、また日常的に

それらを拾い歩いている人たちがいるわけで、本当

に頭が下がるところでございます。このような人た

ちがふえますと、ごみのないまちとなり、気持ちよ

く日常生活が送られるのではないでしょうか。心な

いポイ捨て犯罪者への取り締まり強化も必要でござ

います。山へ続く道路や橋の下などでの大型ごみの

不法投棄箇所やポイ捨てされている道路や公園など

各要所へ防犯カメラを設置し、住みよいまちづくり

の一端としたいと思いますが、行政としての考え方

を伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） ごみの不法投棄対

策としての防犯カメラの設置でございますが、実際

防犯カメラを利用している市町村や防犯カメラのダ

ミーを設置している市町村、カメラ作動中等掲示板

に注意書きを入れて啓発している市町村等、各団体

でさまざまな取り組みがされております。当市にお

きましては、不法投棄対策としてのぼりを立てるな

ど啓発いたしまして、赤歌警察署など関係機関のご

協力をいただきながら進めているところではござい

ますが、先ほど申し上げました先進市町村の取り組

みもございますので、どのような取り組みが効果が

あるか十分に検討してまいりたいというふうに考え

てございます。よろしくご理解賜りますようお願い

申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ごみの不法投棄

は、なかなか減らないということでありまして、ま

たごみの日常的なポイ捨てにはカラスやキツネのい

たずらに悩まされており、その後処理に担当課の方

々は人員が少ないのに大変な苦労をさせられている

こともお察しするところでございます。そのために

も警察の協力とか地域の人たちの協力が必要になっ

てくるのではないかと思っておりますし、また札幌

市を初めとした先進市の取り組みなども参考にしな

がら、前向きな検討をお願いしたいと思います。 

 次、交通事故対策についてであります。近年の交

通事故においては、高齢者のドライバーが高齢者を

事故に巻き込むケースが多く、高齢化率が46％を超

えている当市も例外ではないと思われます。自動車

だけでなく、自転車を含めた交通事故防止対策など

の必要性も問われるところでございます。子供たち

や青少年による歩道でのスピードの出し過ぎや高齢

者のよろよろ運転などは、歩道を利用している高齢

者からは危険で恐ろしいとの声も聞かれます。単純

な自転車事故であっても高齢者ゆえに、数日後に死

に至るケースも起こり得るわけでございます。現在

は、事故が起きると自転車側の自己責任、賠償問題

は自動車並みになってきました。子供でもひき逃げ

は許されなく、子供の事故は親の賠償責任となるわ

けであります。自動車事故や自転車事故の起きやす

いところに防犯カメラの設置をし、トラブル解消や

未然防止の活動につなげていくことも必要なことで

はないでしょうか。事故に遭った歩行者は、当然犠

牲者でありますけれども、事故を起こした子供たち

は将来にわたっての犠牲者となりかねません。未成

年者へのルールやマナーに加えて、事故後の賠償責

任等についても学校や地域の指導、講習会などで再

認識させることが必要かと思われます。防犯カメラ

設置について及び講習会等の開催について、行政の

考え方があれば伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 交通事故対策とし

て、事故の起きやすい箇所での防犯カメラ設置との

ことでございますが、交通事故対策に限りませんが、

北海道公安委員会が街頭防犯カメラシステムに関す

る規程に基づき設置しているものもございますの

で、赤歌警察署等に十分にお話を伺い、検討してま

いりたいというふうに考えてございます。 

 このほか、お話のございました自転車の事故対策

におきましては、自転車の講習会を開催している小

学校や交通指導員が出向き交通安全教室を実施して

いる小学校もあり、また今年度につきましては６月

にＮＰＯ法人市民活動支援センターの主催で赤歌警

察署職員をお招きし、「大人の交通安全教室」と題
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してご講演をいただくなど取り組みもふえておりま

して、今後もこういった取り組みから安全な自転車

運転につながるよう期待しているところでございま

す。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げま

す。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 防犯カメラの設

置は、交通事故対策に限らず、北海道公安委員会が

街頭防犯カメラシステムに関する規程に基づき設置

しているということもあるわけでございますし、ま

た赤歌警察署等とも十分またこの辺についても話し

合いながら検討している旨の答弁がございました。

よろしくお願いいたします。 

 また、自転車の講習会や交通安全教室の開催もふ

えているということでございますが、事故による賠

償金額も高額になってきておりますので、必ずや安

全運転者がふえていくような行政の指導をよろしく

お願いいたします。 

 続きまして、防犯カメラについて３点ほどお願い

いたしましたけれども、これについてはまた守秘義

務への対応、対策についてであります。ただいま防

犯カメラの必要性について、それぞれ今言いました

ように３点ほど質問いたしましたが、防犯カメラに

ついては一方では監視カメラということにつながり

かねませんので、プライバシーの侵害や守秘義務が

発生し、その取り扱いには十分な配慮が必要になっ

てまいります。基本的には、事務局が設置されてい

る団体が責任を持って取り扱うことが最善かと思い

ますが、事件、事故によっては警察の管理下に置か

れることもあると思います。日常においての管理は、

どこが責任を持つべきか、考え方があれば伺いたい

と思います。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 防犯カメラ設置等

によりまして、冒頭に申し上げましたとおり犯罪の

抑止や犯人の検挙に効果があり、犯罪のない安全で

安心なまちづくりの推進に当たっては大きな役割を

果たすものではございますが、監視が強化されます

ことから、一方ではお話のございましたとおりプラ

イバシー侵害等やデータ管理等の課題もあると言わ

れてございます。防犯カメラは、あくまで補完的な

ものでございまして、またレンタル等により短期間

の設置も可能なようでございますので、防犯カメラ

の増設につきましては先ほども申し上げましたが、

赤歌警察署や町内会、町内会連合会など地域の皆さ

んのお話を十分に伺いながら検討してまいりたいと

いうふうに考えてございます。よろしくご理解賜り

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 今言われました

ように、やはりプライバシーの侵害というのはござ

います。防犯カメラの必要な場所とか設置期間、こ

れらについても赤歌署と相談という話もございまし

た。特に町内会、それから町内会連合会などの皆さ

んとも話を十分に聞きながら、この辺についての検

討をよろしくお願いしたいと思います。この項目、

終わりたいと思います。 

 次、項目２、特殊詐欺被害への対策についてであ

ります。その１、ＰＲ活動の徹底についてでありま

す。全国的に振り込め詐欺、これについてはオレオ

レ詐欺とか架空請求詐欺、それから融資保証金詐欺

及び還付金等の詐欺と、これが振り込め詐欺という

ことでございますが、これらを初めとする特殊詐欺

が横行しておりまして、高齢者社会を悪用し、上手

にお年寄りから老後の貴重な財産をだまし取ってい

くわけでございます。 

 ことし８月末にも暴力団員など７名が金融機関か

ら名簿を手に入れ、銀行員に成り済ますなどして言

葉巧みに近寄り、78歳から84歳までの女性が12人で

合計1,200万円が被害に遭っております。平成30年の

１月から６月までの被害額は、8,197件で約175億円

にもなっております。当市でも赤歌署、防犯協会、

社会を明るくする運動の保護司会、それから暴追協、

消費者協会等が軸となり、各種イベントを中心にＰ

Ｒ活動を行っておりますが、市民の高齢化とともに、

認知症にかかってくる人もふえてまいりますので、
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さらなる被害が心配されます。当市でも実際に被害

者が出ておるわけでございます。ＰＲ活動の徹底が

今後も必要かと思いますが、行政としてこれらへの

対応をどう考えているのか伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 特殊詐欺被害の対

策、ＰＲ活動の徹底についてでございますが、消費

者相談については消費者協会に委託し、実施してい

るところではございますが、先月の消費者相談とい

うことで架空請求はがきの相談に来られておりまし

て、その対応をしたとのご報告をいただいていると

ころでございまして、消費者協会の活動の中で架空

請求はがきなど特殊詐欺被害への対策として啓発活

動を進めていただいているところでもございます。 

 当市におきましても消費料金に関する訴訟最終告

知のお知らせというはがきが届いたと相談に来られ

る方がふえておりますことから、このような内容の

はがきが届いても記載されている電話番号には絶対

に電話をせず、不安を感じたり対処に困ったりした

場合はすぐに消費者協会など相談窓口にご相談いた

だきますよう、６月にホームページに架空請求はが

きの注意喚起につきまして掲載させていただきまし

たが、今後におきましても消費者協会のご協力をい

ただきながら、さらに広報にも掲載し、注意喚起し

てまいりたいというふうに考えているところでござ

います。よろしくご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ＰＲ活動の徹底

については、消費者協会に相談窓口などの業務を委

託して特殊詐欺などへの啓発活動を進めてもらって

いるとのことでございまして、広報にも注意喚起を

掲載しているとのことでありますが、特殊詐欺を未

然に防ぐことには、これまた本当に今後も最善の配

慮をお願いしたいと思います。 

 消費者協会、先日の赤い羽根チャリティー募金活

動に際しましても市民を楽しませながら啓発活動を

しておりました。もっともっと積極的に活動ができ

る場をふやして、オレオレ詐欺を中心とした特殊詐

欺の危うさを市民に浸透させることができるように

取り計らっていただきますことを要請しておきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、セーフティーネットワークの必要性

についてであります。高齢化による特殊詐欺被害を

防止するためにセーフティーネットワークの組織づ

くりが必要かと思いますが、過去におきまして赤歌

セーフティーネットワークというのがあり、市民生

活の安全、安心に役立っていたとのことでございま

すが、いつの間にかその連絡網が途絶えたかに伺っ

ております。現在どのような状況になっているので

しょうか。もしご存じであれば伺いたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 赤歌セーフティー

ネットについてでございますが、平成16年12月に赤

歌警察署が事務局といたしまして赤平市安全・安心

まちづくり赤歌セーフティーネットワーク連絡会と

して発足されておりまして、当市のほかに社会福祉

協議会、医師会など約50団体が加盟しておりまして、

赤歌警察署よりＡＳＳメールとして子供に対する声

かけ事案等の不審者情報、通り魔事件や路上強盗、

ひったくりなどの事件の発生とその防犯対策情報や

地域の安全に関する情報がメールで配信されており

まして、情報を得ることができるようになっている

ところでございます。よろしくご理解賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

でございますが、防犯対策情報を中心とした組織で

50団体が加盟しているということでございますけれ

ども、平成16年に発足しているとのことで時代を経

ておりますので、その存在の知らない団体も聞こえ

てまいります。 

 そういう中で、ＡＳＳメールとして発信している

情報の活用状況もまたこれもちょっと不明な点がご

ざいます。そうしますと、連絡網の再編が必要にな
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ってくるかと思います。消費者協会も活発でありま

すし、また最近新たにできた町内会連合会や福祉関

係のエリアサポーター等の組織も人材や情報源など

の裾野が本当に広いわけでございます。それらの組

織が一体になり、赤歌署からの組織的な情報や各地

域からのきめ細かな情報を持ち寄り、それを市民の

皆さんと共有し、日常の会話の中に生かしてもらう

ことが最も大切なことだと思います。特殊詐欺だけ

でなく、当市の防犯全体にかかわるあらゆる活動に

役立つのではと思います。また、事務局は赤歌署な

ので問題はありませんが、民間団体の取りまとめや

連絡網の徹底などにはやはり行政がかかわっていた

だくことがより効果的であります。考え方があれば

伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 連絡網の再編、徹

底ということでございますが、町内会を含め、災害

時の要配慮者への支援などネットワークを持って対

応していかなければならない事案等もございますこ

とから、これまで構成してはいませんが、お話のご

ざいました町内会連合会やエリアサポーターなども

加え、情報を共有し、対応ができますよう改めてセ

ーフティーネットワークの必要性、強化につきまし

て事務局となってございます赤歌警察署はもちろ

ん、関係機関等にご相談させていただきたいという

ふうに考えております。よろしくご理解賜りますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 そのようにお願

いしたいと思います。まず、本当に連絡網の取りま

とめ役がいないと組織の効果的運営がスムーズに行

きませんので、行政の担当課にこのことを要請いた

しまして、この部分の質問を終わりたいと思います。 

 次、件名３、認定こども園についてであります。

項目１、開設時期の考え方について。ことし３月の

定例会にて、予算委員会を中心に赤平の保育所の環

境悪化については多くの議員から指摘され、議論が

なされましたが、待機児童解消策のみが焦点となり

まして、根本的改善論議がなされぬままに統合小学

校建設が早急に決まった、急遽決まったわけでござ

います。ですから、私は６月議会で認定こども園開

設計画も並行して進めるべきとして質問いたしまし

た。本来私は、建物に財政負担をかけるのは反対で

ありますが、子供たちの将来に対して、また子育て

支援として認定こども園を必要とするならば小学校

建設と同じか、その前に建ててこそ意義があること

だとして、建設の可能性と緊急性を含め、早急なる

取り組みについての要請をいたしました。その要請

に対して、現在どのような形で作業が進んでいるの

か伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 認定こども園の開

設時期の考え方についてお答えさせていただきま

す。 

 認定こども園の開設に係る作業が進んでいるかと

のご質問ですが、第２回定例会後７月に子ども・子

育て会議を開催し、認定こども園に関するアンケー

ト調査の内容等につきましてご協議をいただき、８

月に子育て世代の保護者370世帯に対しましてアン

ケート調査を実施し、現在集計作業等を行っている

ところです。今後の作業スケジュールにつきまして

は、子ども・子育て会議を開催し、アンケート調査

の報告をするとともに、認定こども園の開設場所等

について何案かご提示し、それをたたき台としてご

協議いただく予定としております。その後、庁内関

係者による認定こども園に関する検討会などを開催

し、年内をめどに公共施設等総合管理計画との整合

性を図りながら、認定こども園の開設時期等につき

ましては児童福祉施設整備計画に明記する予定とし

ておりますので、ご理解いただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 私は、６月議会

で子育て支援に対して行政のやる気をその保護者や

市民に示すべく、ぎりぎりの選択でこども園開設に

ついての質問をしたわけでありますが、その一部の
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作業内容についてただいま答弁がございました。現

在８月のアンケート調査の集計をしているとのこと

でございますが、そうしますと結果や判断は10月に

なるのかなと、こんなふうに思っております。その

後、認定こども園に関する検討会などを開催し、年

内をめどに公共施設等総合管理計画との整合性を図

りながら、開設時期については児童福祉施設整備計

画に明記する予定としているとのことでございます

けれども、年内をめどに明記するだけなのか、それ

とも明記した後、年度内をめどに31年度の建設計画

ができ上がるのか、そして３月議会に予算化に向け

ての提案ができるようになるのか、はっきりした答

弁をいただきたいと思います。これは、もう緊急と

して私はお願いしているわけでございますから。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 認定こども園の開

設時期等につきましては、年内をめどに公共施設等

総合管理計画との整合性を図りながら児童福祉施設

整備計画に明記する予定とし、同計画策定後は速や

かに施設定員などの基本方針や開設までの事業スケ

ジュールなどを記載した認定こども園開設に係る基

本計画策定作業に取りかかる予定としております。 

 ３月議会に予算化に向けて提案ができるようにな

るのかとのご質問ですが、同基本計画の策定には相

当程度の策定期間が必要なこと、また平成31年度は

骨格予算となりますことから基本設計の予算化は非

常に困難と考えますので、ご理解いただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

ですと、平成31年度においては基本設計の予算化は

困難だということでございます。そういうことから

しますと、非常に難しい話になってくるなと思いま

すので、次の質問に移らせていただきます。 

 項目２、財政面から見た建設の必要性についてで

あります。私は、赤平市再生のためには子育て支援

が最善策と考えており、認定こども園を建設するの

なら今しかないとの思いで一般質問を行ってまいり

ましたが、今建設できないというのであれば、今後

の必要性について疑問を生じるところでもございま

す。６月議会の答弁では、時期が遅くなったとして

も認定こども園の開設の必要性はあると言われまし

たし、現在その方向で進められているかと思います。

私の考え方は、両極端であるかもしれませんけれど

も、今建つのであれば行政の市民に対する物の考え

方や子育て世代へのＰＲも含め、時期的に大変効果

的意義があるかと思っているところでございます。

しかし、よほど政策的に急ぐことがない限り、こど

も園は平成36年から37年度での開設が予測され、そ

れ以後であれば子供たちの減少率、さらなる人口減

少による財政負担増を想定すると、それ以後の時期

での建設では無理が生じるのではと、このように考

えているところでございます。 

 今後生じる財政負担を考えたときに、ことしから

市立病院の償還が始まりますし、31年度は消防庁舎

の償還も入ってまいります。33年度からは、統合中

学校の29年度分からが対象となります。恐らく37年

度からは、統合小学校の償還が始まるのではないで

しょうか。そのほかに公営住宅の除却や新築工事の

建設費用も重なってまいりますし、将来的には水道

事業の広域事業への財政的配慮も必要になってくる

ことが考えられるわけでございます。ですから、建

設計画が大幅におくれるとしますと、無理して認定

こども園を開設しなくても現保育所は建築年数に照

らし合わせて今後30年以上使用することが可能との

ことでございますので、現在の保育所を有効活用す

ることで将来の財政問題に対処するという考え方も

出てまいります。 

 これから公共施設整備計画についての検討が行わ

れるかと思いますが、認定こども園については開設

時期によっては大きなメリットと、またリスクが逆

に伴うのではないでしょうか。私は、認定こども園

の必要性については十分理解しております。ですか

ら、何としても統合小学校の開設時期か、その前に

こども園の開設を政治的配慮も含め、期待して質問

してまいりました。しかし、その可能性がないとし
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たら、財政負担の伴わない施策を優先させるべきと

の考え方であります。いま一度両方の面から検討す

る必要があるのではと思っておりますが、いかがで

しょうか、伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 認定こども園の財

政面から見る建設の必要性についてお答えさせてい

ただきます。 

 将来的な認定こども園の開設は、幼保一元化や少

子化対策のため必要な施策であると市としては位置

づけております。また、効率的な施設運営を心がけ

ることも必要かつ重要な施策であると認識しており

ます。認定こども園開設に関しましては、既存施設

の有効利用や子育て世代の定住促進等も検討材料に

し、子ども・子育て会議や認定こども園に関する検

討会などで協議し、当市にとって何が最良の選択な

のか、開設時期、開設場所等の計画を策定する方針

としておりますので、ご理解いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

内容を聞いておりますと、各種会議や検討会を経て

当市にとって何が最良の選択なのかと、開設時期、

開設場所等の計画を策定する方針としているという

ごもっともな答弁でありますけれども、逆に裏を返

せば認定こども園に対する緊急的建設計画の要請に

はまだ何も進んでいないと、応えていないというこ

とが感じられるわけでございます。 

 また、私は将来の財政的不安要素を心配しながら

質問しているのに対しまして、財政面には的確に触

れておりません。これは、もう本当に振り出しの感

じがいたします。もう一度適切な答弁をお願いした

いと思います。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 認定こども園の開

設に関しましては、既存施設の有効利用や子育て世

代の定住促進等も検討材料にし、子ども・子育て会

議や認定こども園に関する検討会などで協議するこ

ととしておりまして、開設場所等について何案かご

提示し、それをたたき台としてご協議いただく予定

としております。また、既存施設や旧赤平中央中学

校跡地、有効利用のため現保育所も含めた案などを

考えております。本年中に策定予定の児童福祉施設

整備計画に認定こども園の開設時期も明記すること

となりますが、その際は市の財政状況も勘案し、検

討いたしますので、ご理解いただきたく存じます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁、

ちょっと紋切り型の答弁になっておりまして、協議

いただく予定と、この文言が中心となっておりまし

て、どのような取り組みとなるのか、その方向性が

全く私には見えてこないと、こんなふうにも思うわ

けでございます。 

 ここで、市長の答弁を求めたいと思います。私は、

認定こども園に関しては当市にとって将来の人口政

策に大きくかかわってくるものと認識しており、子

育て支援の最たるものとして受け取っております。

ですから、認定こども園開設に当たっては最優先事

項として政治的配慮も含めて高校跡地に統合中学校

を、その跡地に統合小学校をという従来の構図では

なく、サ高住計画が立ち消えとなってきた今、旧中

央中学校跡地への選択も視野に入れた質問をしてき

ました。一定程度今の答弁にもございましたけれど

も、まだ迷っております。しかし、現段階ではその

先が本当に何も見えておりません。 

 また、保育所のあり方からしますと、今まで保育

所の待機児童問題については認定こども園ができる

までとしての答弁でありました。そのため、こども

園はいつできるのかとの質問で建設場所や開設予定

などを議論してまいりましたけれども、その内容に

ついても一向に進展しない状況にあるわけでござい

ます。市長は、公約の中に認定こども園開設をうた

っておりますが、今不可能としても可能な時期に建

設するという意思は変わらないかと私は思っており

ます。私が提案している認定こども園の緊急的開設

策の可能性についてはゼロなのか、全くだめなのか、
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また市長が考えている認定こども園開設時期の見通

しと、あわせて財政的見地から判断される現保育所

の有効活用の考え方等について、ここでもう一度答

弁をいただきたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 認定こども園の開設に関し

ましては、担当の課長のほうからもご報告をさせて

いただきました。子ども・子育て会議あるいは認定

こども園に関する検討会などで協議することとして

おりまして、開設場所等につきましてもいろんな場

所を検討しながら協議をしていくということでござ

います。また、既存の施設あるいは議員が指摘しま

した旧赤平中学校の跡地あるいは有効利用のため現

保育所も含めまして、さまざまなことを検討してま

いりたいというふうに思います。そして、本年度中

に策定予定の児童福祉施設整備計画にこの認定こど

も園の開設時期も明記することとしておりますけれ

ども、その際には議員おっしゃるとおりに市の財政

状況も勘案しながら検討をさせていただきたいとい

うふうに考えております。よろしくご理解いただき

たいと思います。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 市長の一定程度

の考え方が今ちょっと出ましたけれども、財政的問

題がやっぱり一番の問題になってきます。それで、

何が大切かという部分ではやはり保育所問題、認定

こども園問題、いわゆる子育て支援のこの支援対策

が一番私は大切だと思っているわけであります。そ

ういう中で、本当に今緊急にということで私は申し

上げておりますが、今市長の答弁にもありますよう

になかなか先へ進んでいかないと。こんなことでご

ざいまして、この辺はなかなかそのタイミングとい

う問題もありますかと思いますけれども、しかしそ

ういう意味では市長の決断もはっきりしないから、

このようにだらだらと長引くのではないのかなと私

は思っています。 

 それで、ここで立坑問題を出しますと話が長くな

りますけれども、市民にとって本当に何が一番大切

なのかと。本当に12月議会という１度の論議で、緊

急的にガイダンスは建ったわけでございます。課題

が多い中で取り組む順番が本当に私は市長にとって

間違ったと、このように思っておりますので、この

ことは本当に忘れないでいただきたいと思います。

それに比べて保育所、認定こども園に関しては昨年

度からの議論が続いておりますけれども、今言った

ように本当に市長が今答弁してもまだこれ解決ので

きない問題になっているわけでございます。そうい

うことでは、この件についてはまたどこかで私は質

問していきたいなと思っております。 

 最後に伺いますけれども、現在アンケートについ

ては集約中と答弁が先ほど課長のほうからありまし

た。このアンケートの質問要項の中心的内容は、１

つには認定こども園は必要だと、それから２つ目に

はどちらとも言えない、３つ目には認定こども園は

必要ないというような設定になっているようでござ

います。この結果について、どのように扱っていく

のか。単なる判断の参考資料とするのか、それとも

開設計画の是非に直接大きく影響するのか、この辺

の考え方を伺っておきたいと思います。 

〇議長（北市勲君） どちらが答弁、市民生活課長、

答弁しますか。若山議員、答弁はどちらに求めます

か。市長。 

〇市長（菊島好孝君） 先ほど議員もおっしゃった

ように私も同じ意見でございまして、市民の声を十

分に尊重しながら考えてまいりたいというふうに思

っております。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 本当は、もう少

し内容を細かく出していただきたかったと思ってい

ます。これからこの問題についての件につきまして

は、一般質問を通してこれからも議論させていただ

きますけれども、一番大切なのはやっぱり市民の声

であります。言われるとおりです。それを基本とし、

次に健全財政に基づいた行政の的確な考え方を踏ま

え、市民生活安定向上のための結論としていただき

たいと思います。このことを要請いたしまして、こ
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の件名の質問を終わらせていただきます。 

 以上をもちまして、私の質問、一般質問を全て終

わります。適切な答弁、ありがとうございました。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時５７分 休 憩） 

                       

（午前１１時１０分 再 開） 

〇議長（北市勲君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 質問順序２、１、子育て支援について、２、空き

家対策について、３、宅地分譲について、４、遊休

公共施設について、議席番号７番、伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 通告に基づき質

問いたしますので、答弁のほどをよろしくお願いい

たします。 

 件名１、子育て支援についてであります。項目１、

保育所の現状について。ことし全国の待機児童数は、

４年ぶりに減少したということであります。しかし、

北海道では逆にふえていると、そういうようなこと

であります。2020年までに待機児童ゼロの目標を掲

げていますが、来年10月から行われる幼児教育の無

償化で利用希望者がますますふえる可能性がありま

す。待機児童問題については、依然として受け皿整

備が整っていない状況にあります。保護者からは、

せっかく無償化になっても子供を預けることができ

ない、その前に待機児童問題を何とかしてほしいと

いう声が多くあります。 

 当市においても保育所の問題については、ほとん

どの同僚議員から幾度となく質問があり、私自身も

何度も質問をさせていただいております。人口減少

対策の取り組みとして、私は子育て支援政策は重要

課題だと思っておりますので、再度質問をさせてい

ただきます。昨年12月の私の質問の時点で、104名の

入所者数で２名の待機児童が発生していることが確

認されております。また、ことしの４月の入所希望

者数は何名いるのかという質問に対して107名との

答弁でありました。待機児童を発生させないために

面積基準を考慮し、ことしの４月より１年間の限定

で子育て支援センターを文京保育所からコミュニテ

ィセンター別館に移設し対応したりと策を講じられ

たと思います。しかし、２カ月後の６月には保育士

不足から入所希望者を受け入れることができず、５

名の待機児童が発生しております。それから３カ月

経過した現在、待機児童の状況はどのようになって

いるのかお伺いいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 保育所の現在の待

機児童の状況についてお答えさせていただきます。 

 保育所の待機児童につきましては、平成30年４月

１日現在では回避されておりましたが、その後ゼロ

歳児３名を含む５名につきまして入所の申し込みが

ございましたが、保育士不足により入所させること

ができず、保護者のご理解をいただき、保育士が確

保されるまでの間、待機をしていただいている状況

でございました。その後、臨時保育士を１名確保し、

ゼロ歳児２名の待機児童が入所しましたが、その後

申し込みによりゼロ歳児１名が待機となり、現在の

待機児童は４名となっております。 

 待機児童解消対策として、10月採用の保育士等採

用試験を実施し、来年４月採用の保育士等採用試験

の募集に関しては近隣や旭川、札幌方面はもとより、

遠くは道東方面へも足を運び、全道19養成校へ直接

出向き、就職担当職員等に募集要項の説明をし、応

募のご協力をお願いしているところであります。保

育士確保が待機児童を発生させない最大の手段とな

りますことから、引き続き広報あかびらやハローワ

ークなどを通じ、保育士の募集を行ってまいります

ので、ご理解いただきますようよろしくお願い申し

上げます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 今現在４名とい

うことを確認しましたので、そのことを踏まえて質

問を続けさせていただきます。 

 待機児童問題については、ほかの自治体でも保育

士不足によることが一番の原因だと私も思っており

ます。当市においても何度も保育士不足が問題にな
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っております。以前同僚議員から、保育士の確保が

厳しい状況なのであれば臨時で募集するのではなく

正職員として募集をする、また採用年齢を引き上げ

て保育士を募集していくことも必要なのではないか

との質問に対し、検討していきたいと答弁しておら

れました。いまだに待機児童の発生が大きな問題と

なっていく中で、保育士不足により待機児童が発生

しているのであれば、保育士確保についてはさまざ

まな観点から検討していかなくてはならないと、そ

のように思っております。８月に保育士採用試験が

あり、10月１日より採用するとのことですが、採用

後の人数で保育士は充足され、保育業務などを含め

支障を来すことなく運営ができるのか、またそれに

伴い現在行うことができていない一時保育は再開で

きるようになるのかをお伺いいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 年度内の保育士採

用により保育士は充足され、一時保育はできるよう

になるのかとのご質問にお答えさせていただきま

す。 

 現在の待機児童は４名となっておりますが、10月

採用の保育士等試験の実施によりまして保育士の確

保もめどが立ち、待機児童４名は解消される見込み

となり、通常保育における保育士は充足されている

状況となっております。しかしながら、一時保育に

つきましては保育士不足により実施できていない状

況でありますことから、通常保育に支障のない範囲

内で一時保育が可能な日、可能な時間帯で限定的で

はありますが、実施方法等を含め保育所長とも協議

を行っているところでございます。また、一時保育

が安定的にできますよう、引き続き広報あかびらや

ハローワークなどを通じ、保育士の募集を行ってお

りますので、ご理解いただきますようよろしくお願

い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいま答弁い

ただきましたが、今回の保育士の採用により、まず

４名の待機児童を解消されると。また、通常保育に

おける保育士は充足される状況だということです

が、そこでちょっと確認をさせていただきます。 

 以前にも質問をさせていただきましたが、赤平市

では朝７時から夜７時までの12時間の開所時間で土

曜日も開所しております。支援が必要な児童の加配

も含めて保育士の勤務時間８時間を維持することが

できているのかという質問に対して、保育記録の記

載、各種行事の事前準備、保護者や関係機関への連

絡事項を作成する時間を含めると足りている状況で

はない、ほぼ全ての職員が勤務時間を工夫しながら

対応していると答弁をいただきました。その工夫と

いうのがちょっとどういう意味かわからないのです

が、その後の質問で通常勤務時間では対応し切れて

いないため、ほとんど時間外勤務で対応していると

いうことがわかりました。しかし、今回は充足との

ことですので、職員が何らかの理由で休暇をとった

とき以外は通常勤務で対応できるということと認識

してよいのか、まずその点からお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） ただいま通常保育

における保育士は充足されている状況であると答弁

させていただきましたが、これは待機児童４名の解

消がされ、待機児童がいなくなり、保育士は充足さ

れているとの趣旨でございまして、延長保育などへ

の対応時間は時間外勤務にて対応しているのが実態

であります。これは、保育士の健康管理の面からも

好ましいことではないことから、引き続き保育士確

保のため広報あかびらやハローワークなどを通じ、

保育士の募集を行い、保育士の待遇改善を図ってま

いりたいので、ご理解いただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

ですと、待機児童の解消だけであり、現状は今まで

と同じであると、そういうことだと思います。また、

延長保育も時間外勤務で対応しているということで

あれば、保育士が充足しているとは言えないのでは

ないでしょうか。そのような状態で先ほど答弁され
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ていた一時保育が本当にできるのでしょうか。一時

保育については、通常保育に支障のない範囲内で可

能な日、可能な時間帯で限定的ではありますが、実

施する方向で実施方法等も含め、保育所長とも協議

を行っているとも答弁しています。延長保育が通常

保育に含まれているいないにかかわらず、時間外勤

務で対応しているのであれば、私は支障を来してい

るのではないかと、そのように思います。また、４

月から今現在まで一時保育ができていない状況で10

月採用の保育士が待機児童解消だけというのであれ

ば、今後も一時保育はできないということではない

でしょうか。できるとのことであれば、既に４月か

らできていたと思います。可能な日、可能な時間で

の限定的な実施ではニーズには応え切れないと思い

ますが、いかがでしょうか、その点をお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 一時保育につきま

しては、保育士不足により実施することができず、

本年４月現在、一時保育の登録をされている５世帯

の保護者に対しまして、保育士不足により一時保育

を実施することができないことをご連絡させていた

だいたところです。市としましても利用を希望する

保護者に対しまして、利用することができず、まこ

とに申しわけなく思っております。 

 安定的な一時保育の実施のために保育士の確保が

必要なため、臨時保育士の募集を４月より現在まで

引き続き行っているところでございます。今後につ

きましては、このたび保育士の採用により保育士が

ふえ、10月より保育士の勤務表が変わりますので、

その中で一時保育の実施が可能な日、時間帯がない

か検討し、一時保育が可能な場合は登録保護者へご

連絡を差し上げる予定としており、あわせまして臨

時保育士の募集も引き続き行ってまいります。 

 延長保育につきましては、保育標準時間を超える

保育に必要な時間、午後６時から午後７時まで30分

単位で保育を行っておりますが、利用時間が最大１

時間の利用となるため、１時間に限定し、臨時保育

士を雇用することが非常に困難なため、やむを得ず

保育所長とも協議し、原則正職員の時間外勤務にて

対応させていただいておりますので、ご理解いただ

きますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 何回質問しても

保育士不足という答弁しか返ってこないのですけれ

ども、それではちょっと市長のほうにお伺いいたし

ます。 

 市長は、ことしの３月の予算委員会において、同

僚議員から一時保育、延長保育などは残念だけれど

も、保育士不足によって保育士に負担がかかるので

あれば、やめなければならないのではないかとの質

問に対し、子育て支援はやめるつもりはありません、

私たちができるあらゆることを考えながら対応して

いくしかない、そういう中でスピーディーにやって

いく、それしかないと思うと答弁されております。

また、保育環境の整備については、２カ所の保育所

と幼稚園が一緒になった場合、保育士不足が解消さ

れると考えるため、認定こども園の設置について早

い時期に一定の結論を得ていきたいとも答弁されて

おります。 

 菊島市政になって３年間、保育所問題については

何回も質問をさせていただき、同僚議員からも同様

の質問が何度もありました。しかし、改善されるど

ころか待機児童が発生し、一時保育もできないなど

状況は悪くなっていくばかりだと私は思っておりま

す。また、保育士も充足されておらず、身体的負担、

精神的負担が危惧され、何よりも保育の質の低下を

招くことにならないのかということが心配です。し

っかり現状を把握して対策をしていかなくてはなら

ないと思います。市長は、保育所問題や認定こども

園について、私の質問、そして同僚議員からの同様

の質問に対して何度も検討します、協議します、公

共施設等総合管理計画の見直しもしていかなければ

ならないと答弁を繰り返されていますが、この３年

間何も進展していないと思いますが、このことにつ

いて市長はどうお考えなのかお伺いをいたします。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩します。 
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（午前１１時２７分 休 憩） 

                       

（午前１１時２８分 再 開） 

〇議長（北市勲君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 大変申しわけございません。

認定こども園など子育て支援に関するこれまでの取

り組みについてご批判というか、ご質問をいただき

ましたけれども、子育て支援や特に保育環境の整備

につきましては議員ご指摘のとおり、認定こども園

の設置等について早い時期に一定の結論を得るべく

引き続き取り組んでいるところでございますけれど

も、残念ながら待機児童が発生し、ご不便をおかけ

しているというふうに思っております。しかし、一

方では保育所の待機児童を解消するために子育て支

援センターを臨時的に移転させていただいたり、あ

るいは保育士の採用など根本的な解決ではありませ

んけれども、子供たちを受け入れる体制づくりに努

力しているところであります。児童福祉施設の整備

計画につきましては、どうしても慎重な検討が必要

なところもございますが、年内をめどに策定をする

べく取り組んでおりますので、ご理解をいただきた

いというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 余りしつこくや

ると、恐らく答弁でまた暫時休憩入ると思いますの

で、私のほうから一言市長のほうに申し上げること

は、待機児童問題、これは保育士不足ということは

前からほかの議員も、特にことしの３月では全議員

が同じことを言っております。その中で、今までや

ってきたのは本当に市長が今答弁されたように根本

的な解決策にはなっておらず、綱渡り状態。ですか

ら、今後ももし誰か一人でも入ってくると、ほかの

保育に影響が出てくると思います。私は、市長が一

生懸命取り組んでいるとは思いますけれども、結果

が３年間何も変わっていないのです。このことは、

やっぱり市長に強く申し上げ、早急な対応をしてい

ただきたいということでこの質問は終わらせていた

だきます。 

 それでは、続きまして件名２、空き家対策につい

てであります。１、倒壊の危険のある空き家につい

て。この問題については、昨年の12月にも質問して

いますが、倒壊の危険のある空き家がまだ数多くあ

り、市民から絶えず心配の声が多く、再度確認のた

め質問をさせていただきます。少子高齢化がますま

す進み、核家族化などにより老朽危険家屋や倒壊の

危険のある空き家がふえてきています。各自治体に

おいても空き家対策として、支援制度や老朽危険家

屋に対して条例を制定しているところもあります。

しかし、私的財産のため所有者を特定し、所有者に

対して倒壊したり部材の飛散するおそれがあること

を連絡し、除却の要請をしているというのが現状だ

と思っております。当市としても空き家対策として

空き家バンク制度、あかびら住みかエールや老朽住

宅除却工事を対象としたあんしん住宅助成事業など

を実施していますが、現状については残念ながら老

朽危険家屋が余り減っていない状況だと思います。

行政のほうにも台風や強風などが発生するたびに地

域住民から不安なため連絡があり、対応を求められ

ていると思います。今後自然災害や降雪による建築

物の飛散や倒壊の危険がある空き家について、どの

ように取り組まれていくのかお伺いいたします。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 空き家対策につき

ましてお答えいたします。 

 ７月広報でご案内させていただきましたとおり、

当市の空き家等対策の基礎的な資料とするため、現

在国土交通省の補助金を活用いたしまして現地調査

や所有者調査等実態調査をし、空き家のデータベー

スの整備を進めているところでございます。今後さ

らにこのデータをもとに空き家対策協議会を設置

し、空き家等対策計画の策定を進めていくこととし

てございますが、さきの議会でもご報告申し上げま

したとおり本協議会におきましては法では補い切れ

ない部分、例えば空き家等の状態が急激に悪化し、
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公共施設等を利用する不特定多数の人の生命、身体

または財産に重大な損害を及ぼすなど緊急に対応を

必要とする場合でございますけれども、危険な状態

を回避するために必要な最小限度の措置を講ずるこ

とができますよう緊急安全措置の規定を条例で定め

ている市町村もございますことから、条例の必要性

について協議していくなど予定しているところでご

ざいます。このほか、先進の市町村におきましては

施設に入所する際には、その保有している財産管理

の相談も承るなど内部で役割分担しておき、対応し

てございますので、庁内の実施体制の調整も進めて

いるところでございます。 

 以上、よろしくご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいま答弁を

いただきました。空き家になっている老朽危険家屋

であっても個人の私的財産であり、やはり行政が介

入するということは大変難しい問題であると思って

おります。空き家のデータベースの整備を進めてい

る、さらにデータをもとに空き家対策協議会を設置

し、空き家等対策計画の策定を進めていくとのこと

でありますけれども、同時にただいまお答えいただ

いたように施設入所、それと転出などにより空き家

になる可能性がある家の把握についても事前に情報

を収集し、データベース化して各担当課でその情報

を共有していくことも今後必要になっていくのでは

ないかと、そのように思っております。また、緊急

安全措置の規定を条例で定めている市町村もあると

のことですので、ぜひ赤平市でも条例の制定につい

て早急に協議を進めていただきたいと思います。い

ずれにしましても、市民からの不安の声をなくし、

安心して暮らすことができるように取り組んでいた

だきたいと思います。この質問は、これで終わらせ

ていただきます。 

 続きまして、件名３、宅地分譲についてでありま

す。項目１、市有地と民有地について。総合戦略の

中の移住定住対策の一つとして、赤平市の市有地を

地価の１割、つまり９割引で販売しております。総

合戦略の政策として進めていますが、赤平市が販売

している土地の近隣住民から、個人が所有している

土地を売りたくても赤平市で安く売っているため売

れない、または売買価格が下がる、財産価値が下が

る、個人住宅の多いところについてはもっと考慮し

てほしいなどの声が数多く出てきています。この政

策については、平成31年までの計画ですが、今現在

の分譲地の区画について、何区画あり、何区画売却

されているのか。また、このままだと何らかの理由

で赤平を離れていく方が個人で家を売ることもでき

ず、老朽化した家を除却するにしても高額な費用が

かかる、除却しても土地が売れない、除却しても固

定資産税が高くなるということで、先ほどもちょっ

と質問しておりますけれども、ますます空き家がふ

えてくる可能性もあると思いますが、このことも含

めどのように考えているかお伺いをいたします。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（高橋雅明君） 市有地と民有地につい

てお答えをさせていただきます。 

 持ち家住宅建設用地を購入しやすいよう支援し、

移住定住の確保及び地域経済の活性化を目的とし

て、公営住宅の跡地を有効活用した持ち家住宅土地

購入助成事業を平成28年７月から実施しているとこ

ろでございます。この事業は、先ほど述べましたが、

公営住宅の跡地を有効活用し、その土地を購入しや

すいよう土地の基準価格の９割を市が助成する内容

であり、土地の基準価格や財産価値を下げているも

のではございません。赤平市としましては、新築住

宅が一画にまとまって建つことにより、その周辺に

また新築住宅が建つ起爆剤となることを期待してい

るところでございます。新築住宅を建てることは、

生涯のうち何度もあることではございませんことか

ら、効果があらわれるのには長い月日がかかると考

えております。このことから、近隣住民の方々に誤

解を招かない方法など、期間の最終年であります来

年度中に検討をしていきたいと考えております。 

 なお、分譲地の状況でありますが、自己住宅用分
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譲地は20区画のうち６区画、民間賃貸住宅用分譲地

は４区画のうち２区画が売れております。赤平市と

しましては、少しでも個人住宅及び民間賃貸住宅を

建設していただき、定住を促し、人口流出に歯どめ

をかけられればと考えておりますので、ご理解いた

だきたくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいま答弁を

いただきましたけれども、移住定住の確保及び地域

経済の活性化を目的として公営住宅の跡地を有効活

用した持ち家住宅土地購入助成事業は総合戦略の政

策の一つとして理解しているところではあります。

しかし、土地を購入しやすいように９割引の看板が

立っているということで、そのことによりやっぱり

地域住民は売買価格が下がり、財産価値が下がって

いると、そういうふうに思っております。地域住民

からの土地が売れないという声がある以上、この助

成の方法や看板の表示の仕方を検討しなくてはなら

ないと思いますが、どうなのでしょうか。 

 それと、例えば土地の割引ではなく、あくまで土

地については基準価格で売り、後に別の方法で９割

を助成するという形にすれば地域住民のそのような

声もなくなるのではないかと思います。まだ区画が

14区画と２区画残っております。平成31年までの計

画ではありますが、この住民の声を考慮し、見直し

も含め検討していただきたいと、そのように思って

おりますので、よろしくお願いします。この件につ

いては、これで質問を終わらせていただきます。 

 続きまして、件名４、遊休公共施設について、項

目１、今後の小中学校校舎活用についてであります。

今現在、小中学校の統合による空き校舎が小学校１

校、中学校が４校あります。小学校は旧住友赤平小

学校で、併設する幼稚園もあります。中学校は旧平

岸中学校、旧茂尻中学校、旧赤平中央中学校、旧赤

平中学校で、赤平中学校については除却し、統合小

学校を建設する計画になっており、予算化もされて

おります。結果、小中学校合わせて４校が廃校舎に

なります。 

 公共施設等総合管理計画によりますと、それぞれ

旧平岸中学校、旧茂尻中学校、旧住友赤平小学校は

除却、旧赤平中央中学校は除却後サービス付き高齢

者住宅の計画があります。しかし、進展がない状況

です。旧平岸中学校、旧茂尻中学校については、そ

れぞれ除却の計画でありますが、閉校後10年以上た

った今でも手つかずの状態であります。また、借地

料を支払っている旧住友赤平小学校についても除却

の計画ですが、これも手つかずの状態であります。

また、平成34年には統合小学校ができ、それと同時

に豊里小学校、赤間小学校、茂尻小学校の３校が廃

校になると７校の校舎が残ることになります。豊里

小学校、赤間小学校、茂尻小学校については、閉校

後それぞれ活用する計画になっております。そこで、

今現在の廃校になっている４校舎と平成34年以降に

廃校になる校舎についての具体的方策が定まってい

るのかをお伺いいたします。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 平成28年４月に策定した赤平市公共施設等総合管

理計画におきまして、議員ご指摘の廃校となってい

る旧平岸中学校、旧茂尻中学校、旧住友赤平小学校

の３校につきましては財政状況を見きわめながら解

体し、借地している土地に関しては返還するとして

おります。 

 なお、旧住友赤平小学校内の炭鉱歴史資料館に保

存されております資料につきましては、遊休施設等

に全て移設可能となっておりますことから解体でき

る状況であります。 

 また、旧赤平中央中学校につきましては、跡地に

サービス付き高齢者向け住宅などの高齢者施設を整

備するとしているところではありますが、情勢変化

もあり、具体的な計画には至っていないところであ

ります。 

 また、平成34年度の小学校統合により廃校となる

予定の茂尻小学校、赤間小学校、豊里小学校の３校

につきましても赤平市公共施設等総合管理計画にお

いてそれぞれに計画を定めているところではありま
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すが、具体的な計画には至っていないところであり

ます。今後におきましては、公共施設等総合管理計

画庁内マネジメント会議において、これら７校全て

について財政状況を見きわめ、情勢変化に応じた具

体的な計画を策定することになると考えますので、

ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいま答弁を

いただきましたが、それぞれ計画を定めているが、

具体的な計画には至っていない。公共施設等総合管

理計画庁内マネジメント会議において、財政状況を

見きわめ、情勢変化に応じた具体的な計画を策定と

のことだと思います。 

 除却について、まず私は安全面からもあかびら市

立病院、それと商業施設に隣接する耐震強化になっ

ていない建物である旧赤平中央中学校を早急に除却

しなくてはならないと思っております。９月６日に

は、北海道で先ほどお話がありました大きな地震が

起きました。いつまたそのような災害が起こるかわ

かりません。第１に、安全面から考えて取りかかる

べきと考えます。次に、借地料を支払っている旧住

友赤平小学校校舎については、市長が住民説明会で

触れていることから、市民からはガイダンス施設が

できたのに、いつになったら除却するのかという声

もあり、当然のことながら使用していない旧住友赤

平小学校も早急に検討していかないとならないと思

います。まず、この２つの旧小中学校についての考

えを伺います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 旧赤平中央中学校と旧住

友赤平小学校の早急な除却についての考え方でござ

いますが、旧赤平中央中学校につきましては赤平市

公共施設等総合管理計画の中の学校教育施設の方針

といたしまして、赤平中央中学校跡地はサービス付

き高齢者向け住宅などの高齢者施設を整備するとし

ておりますが、市の中心部にあることや市立病院も

近くにあることなどから、これまでも多くのご意見

をいただいており、市議会の中でも児童福祉施設な

ど可能性も含め、さまざまな議論があったところで

ございます。したがいまして、旧赤平中央中学校は

児童福祉施設の可能性も含め、関係各課にて協議し

ているところであります。 

 また、旧住友赤平小学校につきましては賃貸借契

約の必要性がなくなり、かつ契約相手方と契約終了

についての協議が調った段階で解体、除却の実施設

計及び工事を行うことと考えておりますけれども、

大型建設事業や市全体の遊休施設における解体、除

却とあわせまして検討し、計画的に進めてまいりた

いと考えております。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 先ほどの答弁と

ただいまの答弁で、公共施設等総合管理計画に基づ

く庁内マネジメント会議の中で財政状況を見きわめ

ながら協議するとのことだと思います。当市には、

ほかにも遊休公共施設があり、その除却も含め当然

検討していかなくてはならないと思います。大型建

設事業や市全体の遊休施設の解体、除却とあわせて

検討し、計画的に進めてまいりたいと考えておりま

すと課長も答弁しておられます。しかし、間違いな

く平成34年、統合小学校ができるのと同時に３校が

廃校になります。学校関係については、最初に申し

上げたように廃校舎が７校になり、耐震化になって

いない旧住友赤平小学校、旧平岸中学校、旧茂尻中

学校、そして旧赤平中央中学校は早急に除却の検討

をしていかなくてはならないと思います。 

 当市には、ほかにも耐震化になっていない遊休公

共施設はありますが、特に旧赤平中央中学校につい

ては立地場所などから人が多く通るところでもあ

り、危険性が高いと思います。サービス付き高齢者

向け住宅あるいは児童福祉施設の可能性も含め協議

しているとのことですが、この施設が建つ建たない

にかかわらず、市民生活の安全面からも早急に除却

の検討をしていただきたいと思います。このことを

強く要望して、私の質問は全て終わらせていただき

ます。 

〇議長（北市勲君） 質問順序３、１、赤平中学校
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の環境整備について、２、市民憲章の見直しについ

て、議席番号６番、向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 通告に従いまし

て質問させていただきますので、ご答弁のほどよろ

しくお願いいたします。 

 まず、１番目に赤平中学校の環境整備について、

バス通学についてお聞きいたします。茂尻、平岸、

住友地区から登校する生徒のために各地区のバス停

に待合室を設置する考えについてお伺いいたしたい

と思います。中学生は、スクールバスの運行がなく

なってから赤平中学校に統合され、おおむね半径２

キロ以内は徒歩や自転車通学であると思われます

が、それを超える地域からは公共交通を利用するわ

けでありますけれども、現在赤平にあるバス停待合

室が設置されているのは共和、若木、赤中、駅前、

ふれ愛ハウス、住友、平岸地区、昭和の８カ所であ

ります。市内には38カ所ぐらいのバス停が上下であ

るということでありますけれども、赤平に向かうバ

ス停は共和と若木、赤中、昭和、平岸の５カ所であ

ります。これは、赤平中学校の統合の話し合いの中

では地域要望として上がっていなかったのかどう

か。それぞれの地区のバス待合室の設置が必要では

ないかと思いますが、いかがお考えかお聞きいたし

たいと思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 本市におきましては、平成26年度の茂尻小学校、

住友赤平小学校、平岸小学校の３校統合の際に、そ

れまで中学生を対象に運行していたスクールバスを

全面的に変更し、小学生にはスクールバスを運行し、

中学生については通学距離が約２キロ以上の生徒に

対し、公共交通機関のバス定期券を４カ月に１度現

物支給しております。 

 また、議員ご指摘の平岸、茂尻、住友地区におけ

るバス停の待合室設置についてでありますが、生徒、

保護者及び地域住民からの待合室設置についての要

望は今日まで一件も寄せられておらず、また統合協

議においても特段要望がありませんでしたので、検

討には至っていないところであります。しかしなが

ら、今後要望が寄せられた際には財政負担あるいは

維持管理についてなどの課題が想定されるところで

はありますが、関係機関並びに関係部署と協議、検

討をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解

賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 中学校統合を契

機にバス待合室の設置を検討されてはという質問に

なりましたけれども、毎日利用する中学生ばかりで

はなく、今後ふえていく交通弱者対策としてもゆっ

たりや生協など各種送迎バスの拠点としても待合室

があることによってバスを利用しやすくなることか

ら、まちの活性化としてまちのＰＲのための特色あ

るデザインであるとか、ものづくりのまちとしての

企業のＰＲデザインの待合室とか、今後の公共交通

の維持という点からも待合室の設置の意義もあり、

必要性があるのではないかというふうに思います。 

 また、バス待合室に対しての要望がなかったとい

うことでありますけれども、今まで調べてみますと、

それぞれの待合室の現在あるところの経過は行政が

工事の中でつくったもの、地域の住民が主体となっ

て設置されたところもさまざまでありながら、地域

の住民が要望して設置されたバス待合室はないとい

うことでありますから、この要望が出されないとい

うことではなかったかと思います。また、その維持

管理も行政ではなく地域の協力も必要になると思い

ますことから、行政からの呼びかけもあってもよい

のではないかというふうに思っております。今後要

望があった場合には協議、検討されるということで

ありますので、今後よろしくご検討をお願いしたい

というふうに思います。 

 また次に、植栽についてお伺いいたします。中学

校敷地に花壇の造成や樹木の植栽をすることによ

り、学習環境に非常によい影響があると思いますが、

現在の新しく建った中学校にはまだありませんけれ

ども、計画に対する考えを伺いたいというふうに思

います。市民憲章にもありますように、きれいな花
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と緑でまちを包みましょうとありますが、一時まち

にサルビアなどプランターなど花がありましたけれ

ども、最近は非常に少なくなってきているようであ

ります。特に公共施設での花壇などが余り見られな

くなってきているように思われますが、それぞれ花

壇や植栽についての教育的効果は大きいと思われま

すが、いかがお考えかお聞きしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、赤平中学校の敷地には花壇

及び樹木は一切なく、現在のところ花壇の造成及び

樹木の植栽は計画しておりません。この現況に至っ

た経緯としましては、新校舎の実施設計当時の学校

現場からの強い意向であり、花壇につきましては維

持管理の負担、樹木につきましても剪定、落ち葉な

どの維持管理の負担あるいは将来の倒木の危険性な

どが理由となっております。また、現在の学校現場

におきましても花壇及び樹木を望む声はなく、理由

としましては維持管理の負担のほかに学校は緑の山

々に囲まれ、環境が整っていること、また校舎内か

ら窓越しに見えるすばらしいロケーションを樹木が

邪魔をしてしまうことなどを挙げております。しか

しながら、議員ご指摘の花壇や樹木が学習環境に与

えるよい影響を否定するものではなく、今後生徒及

び保護者などからの要望があった際には検討してま

いりたいと考えておりますので、ご理解賜りますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 赤平で38号線に

入りますと、赤平の入り口とも言えるＡＫＡＢＩＲ

Ａベース直売所の付近は非常に植栽されて、花壇が

手入れされて、すばらしいなと思います。それから

まちに入りますと、ほとんど見かけなくなってきて

おります。また、住吉の沿線は桜やアジサイが植栽

されている。こもれび通の植栽は、これからが見ご

ろを迎える。この赤平のやっぱり花がきれいに管理

されているまちというのは、非常にいいのではない

かと思います。 

 今新しくできました赤平中学校は、大変すばらし

い学校でした。このすばらしい学校で私も学べたら

という思いを持ちましたが、今はできたばかりで何

となく違和感を感じております。やはり周りに花壇

や植栽がないということであります。新築の新しい

住宅もすばらしいと思う反面、年数のたった古い住

宅でも手入れされた植栽やきれいな花壇が整備され

ていると、やはりそちらのほうが落ちつけるという

か、心が穏やかになり、和やかになるのではないで

しょうか。花や緑というものは、子供を育てる場合

において、勉強がよくできる子供を育てるというこ

とだけではなく、体育や文化や芸術など人を育てる

さまざまな総合的なもので子供を育てていくという

ことが大事なことではないかというふうに思ってお

ります。 

 ここで教育論を語るつもりはありませんけれど

も、花壇などの効果を認めながら取り入れないとい

うことの中に維持管理の負担が大きいということが

言われましたけれども、物事でよいものをつくるの

に手間暇がかかるというのは当たり前のことであり

ます。やはりこの現場の負担を考えると、ないほう

が楽だということはわかりますけれども、ＰＴＡだ

とか市民ボランティアなどの活動を利用するとか、

ぜひ知恵を絞っていただきたいものであります。花

のまちとして、らんフェスタなどありますけれども、

イベントのためだけの花のまちではなく、これから

はそういう花をいっぱいにするということの取り組

みをしなければならない。花が少なくなることは、

少子高齢化、人口減少の影響で余裕がなくなってい

るのかと寂しく思います。まちの衰退につながって

いくのではないかと思いますので、もう一度盛り上

げる取り組みを期待するところであります。 

 それから次に、２番目の市民憲章の見直しについ

て質問させていただきます。市民憲章は、昭和49年

に制定され、44年が経過している、時代の変化も大

きいと思われますけれども、見直し時期に来ている

と思いますが、考えを伺いたいというふうに思って

おります。赤平の市民憲章は、わたくしたちは、空
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知川にはぐくまれ、石炭によって発展した赤平の市

民です。この郷土に誇りと責任をもちより豊かなよ

り美しいまちをきずくため、この憲章を定めます。

１つ、いたわりと笑顔をまちにひろめましょう。１

つ、よく学びつくりだす芽をそだてましょう。１つ、

きれいな花と緑でまちをつつみましょう。１つ、た

くましいはたらく力をのばしましょう。１つ、みん

なで語りみんなのまちをつくりましょう。やはりい

ま一度市民憲章を市民に再認識してもらう時期に来

ているのではないかと思いますが、お考えを聞きた

いと思います。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 市民憲章につきま

しては、お話のとおり昭和49年７月31日に空知川に

育まれ、石炭によって発展した赤平の市民で、この

郷土に誇りと責任を持ち、より豊かなより美しいま

ちを築くため定めたもので、５つの目標を設けてお

ります。 

 私たちは、これからも変わりなく、郷土に誇りと

責任を持ってまちを築いていかなければなりませ

ん。文化会館の除却時に市民憲章を書いた掲示板を

多くの市民の皆様の目に触れさせていただきたいと

願いまして、コミセン入り口に設置させていただい

ておりますが、今後におきましても周知を図ってま

いりたいと思います。 

 以上、よろしくご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 今少子高齢化、

人口減少がとまらない現在、市民がやはりみずから

まちづくりをする意識を高めるための基本としての

市民憲章の意義が見直されるべきではないかと思い

ます。市民憲章というのは、本来市民が自発的に自

分たちのまちを住みよい快適なまちをつくろうとい

う動きでありまして、行政がリードして行っていく

というものではありません。まさに今後の地方自治

のあり方を示している基本の形ではないかというふ

うに思っております。当然今の状況では、行政サー

ビスだけに頼って市民が快適な生活を送るというこ

とはできないということはありますし、みずからそ

れぞれ力を合わせて自分たちのまちを住みよい快適

なまちをつくるという１つの基本になるのではない

かというふうに思います。 

 子供からお年寄りまで、広く市民に周知された上

で行動する。学校には、学校の校訓というのがきち

っと並べられておりますし、それぞれの企業にもそ

れぞれ社訓とかいうのがあります。やはり市民憲章

は、市民になるための人づくりのためにも教育の場

でも教えてもよいのではないかというふうに思いま

す。今制定されてから44年たっております。当時と

現在のまちづくりの考え方が少しずつ変わってきて

いるというか、大きく変わってきているのかなと思

い、紛れもない事実だと思うのですけれども、この

でき上がった今あるすばらしい市民憲章を新たな形

で見直しというか、再認識をしていくという運動が

必要ではないかというふうに思っております。 

 市長が常々言っておりますように、自分たちでで

きることは自分たちでする、行政はそれを支援する

というまちづくりに市民をもっと参加させていくこ

とに行政側からも働きかけて工夫がなされるべきで

はないかというふうに思います。 

 中学校新築に伴っての質問にいたしましたけれど

も、このようなソフト事業が今後のまちづくりにま

すます重要な部分になっていくと思いますので、ぜ

ひ今後検討されることをお願い申し上げまして、私

の質問を終了させていただきます。ありがとうござ

いました。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩いたします。 

（午後 ０時１０分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（北市勲君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 質問順序４、１、子育て支援と定住促進について、

２、乳幼児健診について、３、防災・減災の取り組

みについて、４、赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設に
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ついて、議席番号２番、五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 通告の質問に

入ります前に、今月６日未明に北海道で初めて最大

震度７を観測した胆振東部地震の発生によりまして

甚大な被害でお亡くなりになられた方々、また被災

された多くの皆様に心からお悔やみとお見舞いを申

し上げる次第でございます。また、一日も早い復旧、

復興をと願う次第でございます。 

 それでは、通告の質問に入らせていただきます。

答弁をよろしくお願いいたします。件名１、子育て

支援と定住促進について伺います。項目１の国の政

策で取り組まれる３歳児からの幼児教育無償化につ

いて伺います。昨年末に閣議決定された新しい経済

政策パッケージに盛り込まれました幼児教育無償化

について、消費税率10％に引き上げられる2019年10

月から全面的な実施を目指すこととしております。

幼児教育無償化のポイントは、全世帯の３歳児から

５歳児で、住民税非課税世帯のゼロ歳児から２歳児

となっております。 

 そこで、当市の幼稚園では現在園児数は３歳児で

17名、４歳児で18名、５歳児で13名の合計48名でご

ざいますが、今後幼児教育無償化に伴い、子供を幼

稚園に預けている保護者の中には保育所に預け、仕

事につく方の増加が見込まれると思われます。当市

幼稚園として、今後どのように考えていかれるのか

伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 現在赤平幼稚園では、共働きのご家庭のお子さん

も受け入れが可能であり、預かり保育につきまして

は総園児数48名中15名の園児が利用されておりま

す。 

 また、保育所ではなく幼稚園を選択されている保

護者の方の理由としましては、保育所と幼稚園の保

育料を単純に比較し、幼稚園を選択された方ばかり

ではなく、幼稚園は小学校と同じ教育現場であり、

小学校との接続を前提にしており、幼稚園教育を子

供に受けさせたいという考えをお持ちの方もおられ

ます。また、幼稚園は保育所と異なり送迎バスが運

行されているため、幼稚園を選択されている方もお

られますことから、幼児教育無償化の実施により急

激に園児数が減少することはないものと思われま

す。しかしながら、議員ご指摘のとおり幼児教育無

償化の実施に伴い、保護者が仕事につかれ、幼稚園

から保育所へ子供の保育を変更される方もおられる

と考えますが、少子化の影響もあり、幼稚園の園児

数が減少していくことは懸念されるところでありま

す。 

 なお、認定こども園を見据えた幼稚園と保育所職

員の人事交流も既に行われておりますことから、今

後におきましては社会福祉課とともに認定こども園

への移行を目指し、子供たちの保育環境について協

議してまいりますので、ご理解賜りますようお願い

申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいまのお

答えで現状認識を聞かせていただきましたけれど

も、何点かさらに伺いたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 お答えの中に社会福祉課とともに認定こども園の

移行を目指して、子供たちの保育環境について協議

していくということでありますけれども、その中で

送迎バスの運行なども協議されていくのか伺いたい

と思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 認定こども園への移

行により保護者の負担がふえないよう協議してまい

ります。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 認定こども園

への移行について、どのような場で協議されていく

のか伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 赤平市子ども・子育

て会議の委員として係長職の幼稚園教諭、事務局と

して学校教育課の係長が毎回出席し、協議を行って
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おります。また、本年１月23日に開催された認定こ

ども園に関する検討会には私を初め、幼稚園長、副

園長ほか計６名の学校教育課職員が出席し、協議、

検討を行ったところです。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 では、この認

定こども園に関する検討会、これについては私はプ

ロジェクトチームと認識しておりますけれども、こ

の１月23日以降は開催されましたか、伺います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） それ以降は開催され

ておりません。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 わかりました。

大変に残念に思います。ぜひ認定こども園について

は、社会福祉課、担当だけでなし遂げることではあ

りませんので、しっかり取り組んでいただきたいこ

とをお願いしておきます。 

 項目２、認定こども園整備について伺います。さ

きの６月議会におきまして質問している経過を踏ま

え、伺いたいと思いますけれども、認定こども園は

保育体制の強化を図ると位置づけされ、児童福祉施

設整備計画に盛り込まれております。その計画が策

定されていない状況から、当市の保育所において待

機児童の発生や保育士不足などから運営が厳しい状

況において、私は認定こども園を特化してプロジェ

クトチームを立ち上げ、早期に進めるべきと訴えさ

せていただきました。そういう経過もあり、さきの

議会において建設時期、場所を年内に示すという答

弁でありましたけれども、アンケート調査の結果や

プロジェクト会議の意見などを含め、まずはその進

捗状況を伺っておきたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 認定こども園の進

捗状況についてお答えさせていただきます。 

 認定こども園整備の進捗状況につきましては、第

２回定例会後７月に子ども・子育て会議を開催し、

認定こども園に関するアンケートの内容等につきま

してご協議をいただき、８月に子育て世代の保護者

370世帯に対しましてアンケート調査を実施し、現在

集計作業等を行っているところです。 

 今後の作業スケジュールを申し上げますと、子ど

も・子育て会議を開催し、アンケート調査の報告を

するとともに、認定こども園の開設場所等について

何案かご提示し、それをたたき台としてご協議いた

だく予定としております。その後は、庁内プロジェ

クトチームであります認定こども園に関する検討会

などを開催し、年内をめどに公共施設等総合管理計

画との整合性を図りながら認定こども園の開設時

期、開設場所等につきましては児童福祉施設整備計

画に明記する予定としておりますので、ご理解いた

だきますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 課長、前者と

趣旨が似ているから、中身の質問が違っても何か答

弁がほぼ同じでありますね。再度伺っておきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 改めて、認定こども園に対してのアンケート調査

を370世帯へ行って現在集計中ということでありま

すけれども、その調査の報告を子ども・子育て会議

において場所等について何案か提示し、たたき台と

して協議をしていく、その後にプロジェクトチーム

を開催して年内をめどに認定こども園の時期、場所

等について児童福祉施設整備計画に明記していくと

いうことでありました。協議の際に場所について何

案かたたき台として提示していくということについ

ては理解いたします。ですが、前段の学校教育課長

答弁で認定こども園に関する検討会というプロジェ

クトチームの開催は本年に入って既に９カ月の間に

１月23日、１回だけの開催であったということは、

もう既に９月の中旬に今現在なっているわけです。

今後の日程の中で年内をめどの予定と答弁していま

すけれども、本当に課長、大丈夫ですか。最終、予

定どおりできませんでしたということになれば、こ

れまでの理事者による議会答弁を踏まえ、議会を欺

くことになります。しっかりと年内に示していただ
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きたいと思いますけれども、課長、いかがでしょう

か、確認しておきたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 検討会につきまし

ては、議員ご指摘のとおり本年の１月23日を最後に

もって開催しておりませんが、それにつきましては

方針が決まらないという部分で、今回先ほど申し上

げたとおり子ども・子育て会議でアンケートを実施

いたしまして、開設場所等については何案か提示し

てやると、そういう方針が決まりましたので、事業

として進んでまいりました。大変おくれていること

に関しては申しわけなく思っております。年内をめ

どに児童福祉施設整備計画を策定する予定としてお

りますので、ご理解いただきますようよろしくお願

いします。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 課長、せっか

くプロジェクトチームが立ち上がったのですから、

子ども・子育て会議を踏まえて、議会の答弁を踏ま

えて、プロジェクトチームに意見とか考えなんかも

伺ってもよかったのではないですか、何も全てがそ

こで決まるわけではないのですから。 

 なぜここまで詰めていかなければいけないのかと

いうことでありますけれども、それは当市の子供た

ちの保育環境は保育士不足によって待機児童解消に

至っていないからです。さきの議員の質問に対する

答弁もありましたけれども、この10月に途中採用の

保育士が勤務されても今現在でも途中入所させたく

ても待機児童を優先させるということで待機児童に

なっているのです。なっていくのです。仕事を持ち

ながら子育てのできないまちになっているので、言

わざるを得ないのでございます。 

 次にお聞きしたいことは、アンケート調査につい

て、子育て世代の保護者370世帯に実施したというこ

とですが、回収率はどのようになっておりますか。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 子育て世帯の保護

者の370世帯のうち、回収済み世帯が150世帯で、回

収率は40.5％となっております。内訳といたしまし

ては、保育所利用世帯が一番高く56.5％、続いて幼

稚園利用世帯が52.4％、小学校通学世帯及びその他

の世帯が32.9％で一番回収率が低い結果となりまし

た。これは、認定こども園が就学前児童の利用施設

ということで回収率に差が生じたものと推測されま

す。 

 アンケート調査の結果につきましては、子ども・

子育て会議での協議に活用する予定としております

ので、ご理解いただきますようよろしくお願い申し

上げます。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 370世帯に配付

のうち、回収できているのが150世帯ということです

ね。それで、この回収率で多様な意見や民意の反映

がされると思いますか。されたとは言いにくいです。

今回のアンケート調査で、保護者の中には何を求め

ているかわからない、またアンケートをとる意味が

わからないなどお聞かせいただきました。保護者の

多くの皆さんは、仕事をする上で子供を安心して預

けてもらえる場所があるということが最大の望みで

あります。今回のアンケート調査に戸惑ったようで

ございます。 

 そこで、調査用紙にあわせ、認定こども園って何、

どんなところを説明する用紙もあわせて配付されて

おります。その中に２点のデメリットが表記されて

おります。デメリットの１点目、お住まいの地域に

より現在通園や通所している場所より遠くなり、送

迎時間が増加する場合があります。これってどこの

場所に、幼稚園、保育所２カ所が１カ所になって認

定こども園になるわけですから、どの場所に行った

って遠くなったり近くなったりする保護者はいるで

はないですか。それがどうしてデメリットなのです

か。それと、もう一点、施設建設による借り入れ、

地方債といいます。複数年に分けて返済します。そ

の返済が発生し、市の財政に影響を生じるおそれが

ある。担当もかなりいろんなことで苦労し、悩まれ

てこういうことになったのだろうと私はよいふうに
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予測したいけれども、どうしてこのような表現にな

ったのか、記載されるようになったのか、課長、答

弁をお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 認定こども園のア

ンケート調査につきましては、前回25年度にアンケ

ート調査を実施したところでありまして、認定こど

も園についての開設要望が極めて少なかったため、

今回のアンケートでは子ども・子育て会議で協議い

たしまして認定こども園に関する内容のほか、メリ

ット、デメリットを記載して設問の回答の参考とさ

せていただいて、どのような意見を保護者の方がお

持ちなのか、何が開設の支障となっているのかなど

多様な意見を頂戴いたしまして、またニーズの把握

には本調査の設問に対しては必要な記述と考え、記

載しておるものですから、ご理解いただきますよう

よろしくお願いします。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 デメリットの

借り入れ、地方債返済とかと出ていますけれども、

これは今現在認定こども園について新築なのか、既

存の施設を改修なのか、場所も時期も何も決まって

いない段階でのタイミングにおいてデメリットとし

てこども園を知ってもらうチラシに記載することは

到底理解できないのです。 

 この中で、この文言の記載について、私は副市長

に尋ねました。なぜかといいましたら、このチラシ

の３の認定こども園建設に関するメリット、デメリ

ットの中に、これらを踏まえ、赤平市では認定こど

も園を建設するメリット、デメリットを次のように

考えていますと。赤平市ではですよ。担当の考えで

はないのですよ、赤平市では。そこで、私は副市長

にこの文言の記載について尋ねましたよね、副市長。

副市長もこの文言の記載はなじまないとし、財源は

役所の話だからといって削除するように指示したと

私に言ってくれましたよね。ですが、既に配付され

た後のことで、副市長が知ったのは事後報告にすぎ

なかったわけです。私は、役所の仕事としてのあり

方は、それぞれの課で市民向けの資料などはさまざ

まな会議や協議を経て作成されて、最終的に内容や

方法などを役所として共有できて、共通の認識のも

と進めていくのではないかと、それは当たり前のこ

となのではないかと思っております。今回のように

赤平市の考えとして市民に尋ねる資料、また説明す

る資料の中に副市長の考えと担当課の考えの違うも

のが市民に伝わっていくこと自体に、役所としてこ

のようなことでいいのだろうかと本当に危機感を覚

えます。その後、副市長、担当にどのように対処を

進めましたか、伺います。 

〇議長（北市勲君） 副市長。 

〇副市長（伊藤嘉悦君） 私もアンケート調査を見

させていただいて、そこの認定こども園の説明の欄

にデメリットとして借り入れがふえるという記載が

ありました。これは、認定こども園に限らず、何か

をしようというときにはどうしても必要な部分でご

ざいますので、あえて書く必要はないのではないか

ということで指摘をさせていただきましたが、既に

配付済みだったということで、その点についてどう

してこういう表現がということで尋ねましたとこ

ろ、子ども・子育て会議の中でメリット、デメリッ

トについてはきっちり説明すべきであるという意見

があったので、借り入れについても記載させていた

だきましたということでございました。既に配付も

終わっておりましたので、子ども・子育て会議の意

見を尊重するということになった次第です。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 その後、どの

ように担当に…… 

〇議長（北市勲君） 挙手してください。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 対処されまし

たかと聞いているのです。 

〇副市長（伊藤嘉悦君） それで、担当のほうにど

うしてこれを書くことになったのかということで確

認したら、子ども・子育て会議の中で決まったとい

うことで、既に配付も終わっていたので、回収する

わけにもいきませんので、そのまま子ども・子育て

会議の意見を尊重するということになった次第で
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す。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 私はそうでは

なくて今言いたいことは、こういう資料も含めて子

ども・子育て会議でもって出たのであれば、こうい

う資料を市民に提出いたしますと、これはアンケー

トで使いますということを担当のほうと副市長のほ

うとで共有しないといけないのではないですかとい

うことを言っているのです。そのことが相談も報告

もされないままに、子ども・子育て会議でそういう

話があったから載せて、出した後に事後報告、これ

でいいのですかと聞いているのです。その後どんな

ふうに対処されたのですか。 

〇議長（北市勲君） 副市長。 

〇副市長（伊藤嘉悦君） その件につきましては、

確かに私ども理事者がある程度認識すべきことだと

いうふうに思いますので、今後におきましては担当

課ともう少し緊密な連携をとりたいというふうに思

います。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 そのことをき

ょうに至るまでの間にしてほしかったのです。そう

でしょう。言いっ放し、やりっ放し、これは役所の

仕事ではないです。 

 最後に市長に伺いますけれども、今回の議会質問

通告に当たり、担当課ともさまざまな面で意見交換

してきました。ですが、最後にあえて市長の考えを

伺いたいなと思ったことは認定こども園の考えを、

時期を示していく上で市長の考えを聞いていきたい

のですけれども、この認定こども園は前市長からの

政策であり、第５次赤平市総合計画を上位計画とし

て、そのもとに赤平市子ども・子育て支援計画に位

置づけられているわけですよね。ここで市長に確認

したいのですけれども、菊島市長は前市長の政策を

継承していくのですよね。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 私が立候補するときは、前

市長の政策を継承しながら、新たに私は私なりの目

標を持って進んでいきたいというふうな形で物を申

したというふうに思います。ただ、継承と言っても

継承すべくものは検証をしなければならない、ずっ

と継承をしていくと思ったら。そういうことは、こ

れからもしていかなければいけないというふうに思

っております。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 検証は、個々

の中身の一つ一つのことを言いますよね。この中の

総合計画のもとにある子ども・子育て支援計画です。

これは継承していくというはずですね。それは市長

の政策でありますから、考えを改めて伺っていきま

すけれども、前者の答弁で財政面からも考えてとか

言われましたけれども、この財政面を考えてと言う

のであれば、これは政策である以上、政策予算にな

っていくのではないですか。 

 また、それと市民の声を聞いてと言いますけれど

も、これは既に政策の中で決まって進められて方向

性があるのです。その中でどうするかは政策だから、

決めていった中で政策予算が組めなかったらできな

いわけです。そういうことは、きちんと捉まえて議

会答弁に当たっていただきたいなと思います。 

 それで、なぜ認定こども園を早期に取り組むべき

なのかについては、それは保育士不足から２カ所の

保育所運営が厳しいのではないですか。待機児童の

解消を急がないといけないからで、保護者の中には

仕事をしないと生活にかかわる一大事であるからこ

そ、児童福祉施設整備計画をもとに議員の多くが質

問してただしているわけでございます。ただ単に幼

稚園と保育所を１つにするというだけではないでし

ょう、この認定こども園は。 

 そこで、市長、この認定こども園の目的としてい

るものは一体何だと思いますか、認定こども園の理

念ですよ。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩します。 

（午後 １時２６分 休 憩） 

                       

（午後 １時２７分 再 開） 
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〇議長（北市勲君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 済みません。認定こども園

につきましては、幼保の一元化、それと少子化対応、

これらの３施設の統合によりまして維持管理の軽減

にもつなげていくということでございます。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 それは、市と

しての取り組みの中身であります。この認定こども

園の目的とする理念は、質の高い教育と保育です。

こういった施設になれば、そこに行く子供たちにと

ってもさらによい、今よりもよい環境になるではな

いですか。しかし、この４年間、迷走してきたので

はないかと思います。さらに、ここに来て後戻りし

ているかのようにも感じております。赤平市の政策

であります。保育所に関しては、保育士確保なども

含めて担当は本当に大変なご苦労をされているよう

でございます。さらに、重責も担っているのが現状

と思います。子ども・子育て会議、議会答弁、プロ

ジェクトチームを経て、最終判断は役所の頭脳集団

をもって待機児童が出ないような保育環境を整える

ことが急務であり、赤平市は子育てしやすいまちに

なってほしいと切に願います。待機児童の保護者を

代弁して最終判断のできる責任者であります市長に

伺います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 今議員おっしゃったように

認定こども園の開設に向けて、これからも担当課と

もよく協議をしながら前向きに進めていきたいとい

うふうに思っております。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ぜひ市長、や

っぱり赤平で現状２カ所の保育所で保育士を雇いな

がら待機児童が出ないように確保していくこと自体

が大変なリスクを背負っていくのではないかなとい

う危機感もあるのです。それは、正職員でないとな

かなか来てもらえない。その正職員は人件費です。

経常経費にはね上がります。そんなことがずっとで

きるのであればいいです。しかも、保育所なんかは

身近にいっぱいあればいいのですから。それができ

ないでいるからこそ、国もいろんなことを示してい

るのではないですか。ぜひこの点、よろしくお願い

します。 

 最後に、赤平市子育て支援条例に子供一人一人が

守り育てられるべきかけがえのない存在であり、赤

平の宝ですと。第９条に安心して子供を生み育てら

れる環境づくりとありますので、言葉だけではなく、

ぜひ実行に移していっていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 次、伺います。項目の３、子育て住宅と定住促進

の考えについて伺いたいと思います。現在当市では

公営住宅、吉野団地の建てかえの中で子育て住宅の

位置づけもされ、取り組まれておりますが、現在子

育て世代の定住を図る観点から若い世代の住みた

い、住み続けたいと思う居住環境の整備を戸建てに

より促進し、人口増や子供の出生率の増加に寄与し

ている地域もございますことから、当市も働く場所

があり、他市から通勤する若い方々も多くいらっし

ゃいますので、若い方が住んでみたいと思えるよう

な近代的でおしゃれなデザインで開放感ある間取り

で、子育て中の家族が使いやすい設計の戸建て住宅

建設を今後は考えていってもよいのではないかと思

いますが、先進地の事例も含めて参考にしていただ

きたいと思いますが、お考えを伺っておきたいと思

います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 子育て住宅を戸建てによ

る定住促進についてでございますが、住宅は暮らし

の原点となるものでございますし、特に若者は生活

形態がさまざまであり、多様なニーズに応じた住宅

支援を行うことで若年層人口の確保にもつながるも

のと考えておりますことから、子育て支援住宅の整

備につきましては地域で安心して子供を産み育てら

れる住宅整備を目指し、取り組みを進めているとこ

ろでございます。 
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 議員ご指摘にございました戸建て住宅の建設など

の子育て支援施策に取り組んでいる自治体の中に

は、平成26年の合計特殊出生率が2.81と極めて高く、

またその後の自治体独自の出生率でも平成28年で

1.85、平成29年は2.39と平成26年には及ばないもの

の、平成28年の全国平均1.44に対しまして高い水準

を維持していると認識しております。この驚異的と

も言える出生率が高まったのは、当該自治体により

ます子育て支援施策だけではなし得なかったのでは

ないかと考えられております。しかしながら、議員

のご提案の戸建て住宅の建設などの子育て支援施策

についても今後研究してまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 課長、成功事

例でも課長ももうご存じのように岡山県の奈義町、

新築の戸建て住宅を公住として子育て住宅を提供し

ております。そこで人口の増加と子供の出生率の高

さが顕著にあらわれております。現在時点で２カ所

に木造２階建てを17棟整備しております。子育て家

庭がそこに集まっております。子育て家庭は、周り

に気兼ねなく子育てしたくてもなかなか現状先行き

の不安などがあって、金銭面から戸建てをすること

にちゅうちょしてしまいます。ですから、戸建てを

建てるまでには至らない状況にあります。それが公

住で家賃を払って住めるなら、働く場がある赤平で

すから、住むことを選んでいただけるのではないか

なと思います。今回そこで提案をまずはさせていた

だきましたので、今後ぜひ先ほどは研究と言われま

したけれども、研究もいいでしょう。成功事例があ

るわけですから参考にして、いつまでもずっと何十

年も研究は研究ではないですよ。どこかで研究の成

果が出なければ、研究した意味がありません。です

よね、課長。そういうことで、この件についてはそ

の後また再度伺っていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 件名２、乳幼児健診について、項目の１、網膜芽

細胞腫の早期発見の取り組みについて伺いたいと思

います。小児がんの一つに網膜芽細胞腫という目の

がんがあります。乳幼児に多い病気で、患者の95％

は５歳までに発見されていますが、発見がおくれる

とがんが脳に転移して死に至ります。出生児の１万

5,000人から１万6,000人に１人の割合で発症してい

ます。親が赤ちゃんの目の異常に気づいても速やか

に治療されないことがあります。早期発見であれば、

抗がん剤治療等によって眼球を摘出しないで可能な

限り残す方針で治療することが多いと言われており

ます。網膜芽細胞腫は、ある程度進行すると白色瞳

孔や斜視の症状があらわれ、これら乳幼児健診でチ

ェックできれば早期発見につながることができると

されております。乳幼児健診の項目は、市町村が指

定できると思いますので、ぜひ当市においても検査

の目の項目に白色瞳孔を追加していくことについて

いかがお考えでしょうか、伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（千葉睦君） 網膜芽細胞腫の

早期発見の取り組みについてお答えさせていただき

ます。 

 網膜芽細胞腫は、小児に特有の目の悪性腫瘍で、

発見がおくれると眼球摘出、さらには死に至ること

があるため早期に発見し、治療することが重要とさ

れています。発症年齢としては、遺伝性の場合は１

歳まで、非遺伝性の場合は２、３歳にかけて発症す

ることが多いため、この時期に見逃すことがないよ

うに親への周知や乳幼児健診におけるチェックが必

要となります。当市では、生後４カ月、７カ月、10

カ月、14カ月の子を対象に乳児相談を行っており、

保健師による問診にて目で物を追えるか、斜視はな

いか、瞳が白や黄緑色に見えることはないか等の確

認を行っております。１歳６カ月児健診、３歳児健

診では小児科医による診察を実施しており、斜視や

網膜芽細胞腫、眼振等の目の異常の有無について確

認し、病気の疑いがある場合は専門医へ紹介してお

ります。 

 今まで目の診察項目の中に白色瞳孔についての記

載はありませんでしたが、見落としがないよう新た
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に白色瞳孔の項目を追加することについて小児科医

とも相談し、できるだけ早期に実施したいと考えて

おります。また、問診を行う保健師間でも見落とし

がないよう病気について学習するとともに、保護者

への説明、確認を行い、今後も網膜芽細胞腫に限ら

ず、子供の病気の早期発見に努めていきたいと考え

ております。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 早期発見は重

篤化を防ぐため、ぜひこの点もよろしくお願いいた

します。 

 件名の３、防災・減災の取り組みについて伺いま

す。項目１、災害情報のあり方について伺いたいと

思います。近年、豪雨による災害で甚大な被害とし

て土砂崩れや川の氾濫が全国各地で発生していま

す。台風や大雨による豪雨災害が発生するたびに指

摘されているのが住民の逃げおくれの問題で、さき

の西日本豪雨では自治体の避難情報などの意味が十

分理解されていなかったと指摘されております。 

 特に近年の豪雨に関して、被害の大きかった各地

で積乱雲が線状に連なる線状降水帯が発生していた

ことが防災科学技術研究所の解析でわかったようで

ございます。線状降水帯は、余り動かず、長雨にな

り、降水量が増加するといったことで、北海道の豪

雨なども数十年に１度の大雨を降らせているのは北

方向に雨雲が伸びる線状降水帯を構成し、石狩や胆

振、空知管内に影響を与えていると解析もされてお

ります。さきの７月２日に12時から５日の16時まで

の降水量は、当市の気象観測所において166ミリメー

トルであり、空知川の水位も７月５日に滝里ダムの

放流もあり、氾濫注意水位超えの45.11メートルの状

況でありました。近年北海道でもこの線状降水帯は

多発しているようでございます。 

 当市は、空知川とともに形成されているまちであ

り、山間から流れる支線や空知川の氾濫などが想定

され、水害による災害が極めて高い地域と思います。

そこで、当市も防災マップを全家庭に配布され、さ

らにエリアサポーター養成講座でも赤平市の防災体

制について、防災時困らないためにを作成して配付

と説明もされました。さらに、各町内会長さんに向

けた資料の作成などにも取り組まれております。ま

た、今月の当市広報にも豪雨災害などの備えとして

注意喚起もされておりますが、しかし前段でも申し

上げましたように有事の際の情報提供が市民に理解

されるためには防災マップの活用と地域連携が大事

になるのではないかと思います。さらに、平時から

の取り組みが重要と思いますので、今後どのように

取り組んでいかれるのでしょうか。 

 さらに、情報提供の一つに災害情報を行政無線で

身近に自動受信できるように取り組んでいる地域も

ございますので、当市も参考になるのではないかと

思いますので、どのように今後お考えになっていく

のでしょうか、伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 災害情報のあり方につい

てお答えをさせていただきます。 

 さきの西日本豪雨では、217万人に避難勧告や避難

指示が出ましたが、避難した方は0.3％だと報道等で

数値が明らかになったところでございます。避難し

なかった方の一部では、ご指摘のとおり自治体の避

難情報の意味が十分理解されていないとのことでし

た。本市においてもさまざまな活動に取り組み、出

前講座等で防災講座の周知なども行っていますが、

一部には周知できているものの、なかなか全市的な

啓発には取り組めていないのが現状でありますの

で、今年度は本市の地域防災計画等に基づいて町内

会に関係する部分を抜粋した地域防災ハンドブック

を作成し、町内会連合会のブロック会議において各

町内会長へ内容について説明をさせていただいたと

ころであります。防災啓発活動については、根気よ

く続けていかなければならない活動と認識をしてお

りますので、被害の発生が高いと思われる地域を優

先して、町内会とも協議の上、防災についての説明

活動を継続して取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 また、情報提供につきましては、現在防災行政無
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線の検討を行っており、個別受信機なども視野に入

れ、地域に適したものを選考したいと進めていると

ころでありますので、ご理解いただきたくお願い申

し上げます。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ぜひ市民の安

全、安心のためにも個別受信機について、地域に適

したものをよろしくお願いしたいと思います。 

 また、避難情報は危険度に沿って市町村が発表す

る内容としては避難準備や避難勧告、そして避難指

示があります。市民には、その意味が理解されてい

ない状況であります。さらに、大雨の場合は発表さ

れる気象情報は気象条件に沿って気象庁が発表しま

す。大雨注意報の次に大雨警報、そして記録的短時

間大雨情報、さらに土砂災害警戒情報であります。

さらに、広い範囲で数十年に１度の大雨は特別警報

として発表されるようになっておりますが、これは

最後通告になります。この時点で逃げても命の保障

はない状況というふうにも言われております。この

ようなことから、市民を災害から守るためにも避難

情報の内容を理解していただくためにも防災の説明

活動の中でもしっかり取り組んでいっていただきた

いと思いますし、また減災の考えとしては１つには

地域とのかかわりで、いざというときやっぱりお互

い身近にいる同士で助け合うことが一番重要と思い

ます。こういった仕組みを地域とどのように築き上

げていくか、構築していくかにかかってくると思い

ますので、この点も地域連携の中でしっかり担当と

しても取り組んでいっていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 件名の４、赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設につい

て伺います。項目１、７月14日オープン後の現状と

今後の取り組みについて伺いたいと思います。当市

の貴重な炭鉱遺産を紹介できる拠点施設であります

赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設が旧住友赤平炭鉱や

ぐらの目の前にオープンいたしました。私もオープ

ン式に出席の後に友人とさらに十数名の団体で見学

もさせていただき、ガイダンス施設の中から見ると

炭鉱やぐらは東洋一と言われたその迫力は圧巻であ

ると感じました。また、当市の炭鉱４山の歴史など

も展示されており、改めて赤平の歴史を深めること

ができるようになっておりました。特に元炭鉱マン

のガイドにつきましては、私自身九州に視察に行っ

た際のガイドさんは炭鉱マンの服装でカンテラもつ

けておりましたので、お聞きしましたところ、炭鉱

従事者ではありませんでしたので、元炭鉱マンのガ

イド説明には見学に来ていただいた方々に炭鉱で働

いていた人々の様子を肌で感じていただきながら、

日本経済復興のエネルギーは石炭であったというこ

とを理解していただくためにも次世代の人々に寄与

していくものと思います。 

 また、新聞報道やテレビなどにも旧炭鉱関連施設

について取り上げられており、９月８日からは赤平

アートプロジェクトなどにも取り組まれているよう

になっておりました。これからの動向とあわせて、

赤平市の炭鉱遺産ガイダンス施設のその効果とし

て、まだ２カ月余りではありますが、オープン以降

の実績とさらにガイダンス施設を核とした今後の事

業展開について伺っておきたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（伊藤寿雄君） 赤平市炭鉱遺産ガ

イダンス施設のオープン後の現状と今後の取り組み

についてお答えさせていただきます。 

 ７月７日、８日の２日間、入館料無料のガイダン

ス施設内のほか、旧住友赤平炭鉱立坑の建屋内部及

び炭鉱坑内で使用されていた大型機械が展示されて

おります自走枠工場についても元炭鉱マンのガイド

つき有料見学を無料といたしました市民を対象とす

るプレオープンを開催いたしました。また、７月14

日には国会議員、道議会議員、空知管内の自治体理

事者、道内大学教授及び市内関係者などに開館記念

式典にご参加をいただき、正式オープンとなりまし

た。 

 ８月末現在の来場者の状況につきましては、既に

赤平中学校と赤間小学校の児童生徒が学校授業とし

て全学年ではございませんが、見学に来られ、豊里
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小学校、茂尻小学校の児童につきましても２学期中

に見学に来られます。市内外より旧住友炭鉱に限ら

ず、地元炭鉱のＯＢ及び家族の方も数多くお越しに

なり、札幌発の各種観光ツアーを初め、大学授業な

ど市内外、道外、海外より８月末現在で合計2,752

名の方にご来場いただいております。また、先週末

で3,000人を超えております。本年度は、炭鉱遺産ガ

イダンス施設が年度途中となる７月の開設であり、

春先は立坑内のアスベスト工事を行って入場できな

い時期もありましたが、既に前年度の見学者数2,224

名を上回っている状況でございます。 

 ご承知のとおり、ガイダンス施設開設後、各種報

道機関にもご注目をいただき、新聞のみならず、大

半のテレビ放映もなされ、ＰＲ効果をいただいてお

ります。今後の予定といたしましては、昨年延べ800

人を超える方にお越しいただいた札幌市立大学の教

授及び学生によるアートプロジェクトに関しまして

は９月８日から10月８日までの土日及び祝日に開催

をいたします。また、道内外ツアー４回、中国から

のツアー１回、先ほど申し上げた豊里小学校、茂尻

小学校の児童、道内の大学生、市外からの教育関係

者の来場が既に予定をされております。さらに、茂

尻、豊里、赤間、住友の大手４山のＯＢ代表者に依

頼をさせていただき、年内にそれぞれの炭鉱の経過

や思いを発表いただくとともに、写真展を行うよう

現在検討をしております。 

 今後における課題といたしましては、国内炭鉱遺

産の中でも当市のように炭鉱ＯＢの方がガイドを行

っている事例がなく、非常に高評価をいただいてお

りますが、このガイド内容を引き継ぐための人材育

成に努めることが必要と考えております。また、本

年度も含む冬期間の活用方法、さらなる年間を通じ

た来場者を増加するための事業方法につきましても

検討してまいりたいと思いますので、ご理解賜りま

すようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ぜひ今後につ

きましても一般来場者に限らず、将来を担う子供た

ちにより活用していただけるよう、将来に対して継

承していただくためにも学校授業などを通し、鋭意

取り組んでいっていただきたいと思います。 

 また、８月13、14日のお盆に帰省された方がガイ

ダンス施設の見学ができなかったということもあり

ますことから、現状の開館日程では休館日になって

おりますので、今後お正月も含めた中でお盆の開館

について関係者の皆さんで協議していっていただき

たいと思いますので、この点あわせてよろしくお願

いいたします。 

 以上で議長、私は質問を終わりますけれども、今

回つくづく感じたことは、これは会議録に残るから

あえて言いたいのです。政策に対する質問もありま

す、私たちは。だけれども、市民の声から上がって

きた質問もあります。そこで、政策に関する質問で

あれば、初めからやっぱり市長と考え方をやりとり

していかないと進まないのです。やっぱり担当課は

指示があって、そのことをもんでいくためにあるわ

けで、それ以上何かを聞いても担当ではそれ以上の

ことは言えないわけです。表現できないわけです。

ですから、今後私どもが市長の政策に対して質問す

ることについては、初めから市長の答弁をいただい

ていきたいと思いますので、この点もあえてこれか

らの考えにしていただければなということでお願い

しておきます。 

 それでは、質問を終わります。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩します。 

（午後 １時５４分 休 憩） 

                       

（午後 ２時０５分 再 開） 

〇議長（北市勲君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 質問順序５、１、赤平市しごと・ひと・まち創生

総合戦略について、２、公共施設等総合管理計画に

ついて、３、地域医療・介護について、４、地域共

生社会の実現について、議席番号１番、木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 冒頭、９月６日未

明に起きた胆振東部地震によって亡くなられた方々
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のご冥福を心からお祈りし、ご遺族の方々に深くお

悔やみを申し上げます。また、被災された皆様に謹

んでお見舞い申し上げます。赤平市からも派遣要請

を受けて２名の職員が災害派遣に行ったと聞いてお

ります。日本共産党も地震発生から１日と置かずに

災害対策本部を設置し、支援に当たっております。

できる限りの支援を行い、被災地の一日も早い復興、

復旧を願うところであります。 

 では、質問のほうに入ります。件名の１、赤平市

しごと・ひと・まち創生総合戦略について、項目の

１、推進本部、専門部会、ワーキンググループでの

議論について、要旨の１です。総合戦略が始まり、

平成28年、29年と11月をめどに効果検証会議が開か

れております。ことしもこれから最終年度に向けて

検証会議を行われることになります。効果検証会議

に向けて行政では、推進本部、４つの専門部会、ワ

ーキンググループでそれぞれ基本目標、ＫＰＩ、数

値目標についてまとめられていると思います。昨年

12月議会では、ＫＰＩ指標の中には平成31年度まで

に施策事業に着手というものやＰＲ箇所を10カ所に

するなどＫＰＩとしてそぐわないものもあるといっ

た答弁がありました。また、ことしの市政執行方針

において進めていくと述べられた施策の中には全く

進んでいないものもあります。あるいは、人口減少

対策として効果が明確でないものなども出てきてい

るのではないでしょうか。総合戦略検証会議に向け

た内部協議がされていると思いますが、それぞれど

のような状況なのかをお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 総合戦略会議における効

果検証に向けた内部協議の状況についてでございま

すが、現行の赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦

略につきましてはご承知のとおり平成31年度までの

計画期間でありますことから、次年度の総合戦略施

策の精度を高めるための効果検証会議といたしまし

ては実質的にことしが最後の検証会議となるもので

ございます。 

 総合戦略における59の各施策につきましては、そ

れぞれ担当課にて各事業に現在取り組んでいるとこ

ろでございまして、各専門部会とワーキンググルー

プにおける今年度の内部協議はこれから行われるも

のと考えておりますが、各施策、事業の中には実現

可能性としてはかなり低いものや全く事業着手して

いないものもございますので、各担当課からの意見

を積み上げ、各専門部会として本部会議、そして戦

略会議に対し意見反映をしてまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 内部協議は、これ

からということでありました。内部協議と言っても

もうこの時期ですので、取りまとめの作業の段階な

のではないかと思うのです。担当課では、見込みも

含め、効果の把握などはできているのではないかと

いうふうに思います。そして、担当課では検証会議

のための資料作成あるいは次年度の取り組み方針の

策定などをしていく段階だと思います。実現可能性

が低いものや着手していないもの、つまりもうでき

ないと見込まれるものについてなのですが、これも

同様に取り組み方針、次年度のをつくって検証会議

に諮るおつもりなのかどうかお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） これまでと同様の取り組

み方針、つまり実現の可能性の低いものや実施でき

ないものでも取り組んでいくという方針で検証会議

に諮るのかどうかというご質問であるというふうに

思いますけれども、総合戦略会議の中でも各施策、

事業の中には方向転換が必要なもの、あるいは代替

案を検討すべきものではないかといった議論もあり

ましたが、そこまでの結論には達しなかったところ

でございます。検証会議に諮る個別の施策、事業に

つきましては答弁を差し控えたいと存じますが、事

業担当課では十分施策の実現可能性などを検証し、

ワーキンググループ、そして専門部会にて最終年度

に向けた各施策の考え方をまとめ、みらい部会、そ

して戦略会議に提案するべく準備を進めているとこ

ろでございます。 
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〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 個別の施策の答弁

は差し控えるということでしたけれども、見込みの

ないものについても同様に取り組み方針をつくると

いうことは否定はされませんでした。担当課の労力

であったり会議にかかる時間、効率的にもそうです

けれども、そのような状態で出された取り組み方針

を検証会議にかけること自体が私は余り評価はでき

ないのではないかというふうに思うのです。本当に

できる限り、あらゆる策を講じても着手に至ってい

ないのか、手が回らないのか、あるいは財政的なこ

とが問題となっているのかなど判断がなかなか難し

いのではないかと私は思います。検証会議の前に、

それほど時間はございませんが、明確な判断材料と

なるような内部協議をして、明確な判断材料となる

ような資料作成というのをしっかりまとめていただ

きたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。項目の２です。検証会議の

時期、方法について、要旨の１です。昨年12月の第

４回定例会において検証会議の時期を早めることを

提案した際、会議形態のあり方などを含めた中で検

討をしていくと答弁がありました。また、同じ定例

会で同僚議員から４つの基本目標に分けて検証して

はどうか、あるいはグループワーク型式にしてみて

はどうかといった指摘もされておりました。年１回

しかこの検証会議というものは行われないことか

ら、１年の後半、しかも来年度予算に間に合う時期

ということで、なかなか変更はできないのかもしれ

ませんが、これについては中間報告や協議というの

もされていないと思います。今までと同様の検証会

議を行っていては、十分な検証が行えないのではな

いかというふうに思います。ＰＤＣＡサイクルの確

立と言えるようなものになっているのか疑問が生じ

ます。最終年度に向けて、来年度予算に向けて、こ

としの検証会議は極めて大事な会議となると思いま

すが、開催時期、形態、これをどのように行う予定

になっているのかお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 総合戦略における検証会

議の開催時期と形態についてでございます。 

 総合戦略における効果検証につきましては、毎年

11月を評価する時期としておりますが、新年度予算

要求時期でもございますので、委員皆様の日程が整

えば11月中の可能な限り早目の開催ができればと考

えております。総合戦略の検証作業に参加されてい

る各委員の皆様につきましては、市内における各地

域、各方面から参加していただいておりますが、全

ての施策に精通しているということは難しいと考え

ておりますし、合計で59の施策があるということも

ございまして、会議のあり方についての意見もあっ

たところでございます。これまで他の議員からもご

提案のありました４つの基本目標ごとの検証作業と

いうことであれば、少人数での議論とすることでよ

り活発な発言がされることも考えられますし、グル

ープ型式というご提案もございましたので、これら

も含めて早急に検討してまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 会議の時期につい

ては、多少早められたらということだったと思いま

す。形態についてもこれから早急に検討するという

内容だったと思います。総じてこれからで十分間に

合うという答弁になっていると思うのですけれど

も、今私が質問しているのが早過ぎるのかなという

ふうに思うのですが、このしごと・ひと・まち創生

総合戦略というのは確かに国も次の第２期といいま

すか、最初の５年で終わらせるだけの考えではない

のだと思います。それでも最初の１期目の最終年度

という位置づけで、来年度予算に反映させていくも

のだと思うのです。来年は骨格予算だというお話も

午前ありましたけれども、骨格予算でもこれは継続

ですから、当然予算反映されるものだと私は思うの

です。その先にブラッシュアップしていくなり、ス

リム化していくなりというのも必要になってくるの

かなと思うのですが、この検証会議をスケジュール

ありきでただ通過すればいいゲートのようなもので
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はなく、しっかりと準備をして効果のある検証をし

ていただきたい、予算につなげていただきたいとい

うふうに思うのです。 

 この会議の形態なのですけれども、この戦略会議

というのは第５次赤平市総合計画上位計画の市民評

価システムに当たる組織であり、住民の声が政策に

反映され、効率的、効果的なまちづくりを推進して

いくための会議だという認識でよいのかお伺いをし

ます。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 総合戦略会議は、第５次

赤平市総合計画にあります市民評価システムに当た

る組織という認識でよいのかというご質問であった

というふうに思いますが、人口減少対策を重点とし

た目的が重複した施策が多いということもあります

し、地域社会の変化や地方分権に対応できる住民本

位の自治体運営を図り、効率的、効果的なまちづく

りを進めるため、総合戦略会議を第５次赤平市総合

計画にございます市民評価システムと位置づけさせ

ていただいております。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 住民本位という言

葉がありました。市民評価システムという位置づけ

だということです。その位置づけの戦略会議から、

ことしの５月に市議会へ要望書が提出されました。

内容は、炭鉱遺産公園整備について、議会の一部の

方々との考えの相違があり残念だと。戦略会議に対

して理解がなく、今後の活動のあり方を考えていか

なければならない。ついては、議員には赤平市の夢

のあるまちづくりに向けた最善の選択をすることを

望むといった内容のものであります。６月に同僚議

員が市長にこれ質問を１回していると思いますが、

企画課ではこの戦略会議、事務局として会議に参加

をされておりますね。当然この要望書の件は知って

いると思いますが、戦略会議を招集し、そこで提出

すると決まって出されたものなのか、そしてことし

の検証会議でこの要望書について総括されるお考え

があるのかお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 活動のあり方を考えると

いうような内容の要望書の提出があったという件に

ついてのご質問だというふうに思いますけれども、

私ども事務局といたしまして企画課が所管してござ

いますが、今ご質問、ご指摘にございました要望書

の提出に関しまして企画課としてかかわったという

事実はございません。伝え聞くところによりますと、

要望書の中身等、なかなか皆さん方にご心配をおか

けするような内容の記載があったというふうに思い

ますけれども、この内容につきまして戦略会議の中

でどういったような取り扱いをするのかということ

につきましては今後考えていきたいというふうに思

いますけれども、ただ正式な段階を踏んだ要望書の

提出ではなかったというふうに認識してございま

す。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 企画課ではかかわ

っていないということは、正式な会議で決められた

ものではなかったということが言えると思います。

ただ、これ会議のあり方を考えていかなければいけ

ないというふうに述べている以上、検証会議で議論

されるべきことではないのかなというふうに私は思

っております。この要望書に対しては、各議員それ

ぞれが自分の考えを別な場所でしっかり述べている

と思います。私も赤平市で民報というものに日本共

産党の考え方はしっかり載せておりますので、ここ

でまた重ねては申し上げませんが、当然検証会議で

議論をされなければいけないのではないのかと。方

法も含め、特定の施策にのみ前のめりになるのでは

なく、自治体の基本というのは住民の福祉を増進す

ることにあります。そのための市民評価システム構

築だったと思いますので、市民の意見が反映される

検証会議にしていただきたいということを申し上げ

たいと思います。 

 次の質問に移ります。項目の３です。事業概要等

の修正についてお伺いをします。要旨の１です。昨

年の検証会議では、59施策の中で効果があらわれな
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いものや着手にまでも至らないものなど課題が徐々

に明らかになってきており、検証会議においても先

ほどもちょっとありましたけれども、取りやめでも

いいのではないかとの意見が出されたと言います。

一方で、策定している施策事業なのだから、このま

ま続けるべきとの意見もあり、結論が見出せていな

い状況だったと思います。ここの部分は、大きな方

向転換というのは最終年度ですので、ないのかなと

いうふうに思います。来年度も継続になるのかと思

いますが、しかし事業概要等の変更については適宜

修正を行っていくというふうに聞いております。実

際に修正した部分も聞いております。修正した部分

や予定している部分、どのようなものがあるのかお

伺いをします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 事業概要等の修正につい

てでございますが、事業内容の変更あるいは取りや

めるなどにつきまして戦略会議の中でも議論の一つ

として発言があったところでございます。 

 総合戦略の推進体制における進捗状況の点検等、

施策の効果検証につきましては必要に応じて改善内

容を検討する、またＰＤＣＡサイクルの導入につき

ましては必要に応じて総合戦略を改定するとありま

すが、基本的に着実に実施し、改善するＰＤＣＡサ

イクルを確立することが重要であるとされているこ

とから、戦略会議の中でも施策の変更や取りやめる

といった結論には到達しなかったところでございま

す。 

 事業概要等の変更ですが、総合戦略事業のナンバ

ー35、サービス付き高齢者向け住宅、いわゆるサ高

住の整備の事業の概要欄の中で、建設費等への助成

制度を創設し、低額な費用負担で入居できる住宅の

供給を進めていくとしておりますが、サ高住に係る

従事者の確保が厳しいことから、建設費等への助成

制度を創設したとしてもサ高住建設計画はないのが

現状であります。以上のようなことから、入居費用

の低減を図る制度の創設を検討するという文言を加

えてございます。 

 また、ナンバー50の街路樹等整備事業でございま

すが、当初計画では街路樹等の植樹等という記載で

したが、植樹に賛成の方も当然おりますが、やはり

除雪ですとか落ち葉の清掃問題などがございまし

て、植樹等を景観整備と修正しているところでござ

います。 

 ナンバー55の郷土歴史・文化館整備事業でござい

ますが、当初の計画の中では廃校舎等の活用を視野

に入れながら赤平市の郷土、学校資料、美術館の複

合施設を整備し、地元に縁のある書家や彫刻家、画

家などの作品を同一施設内で見学できるよう整備と

いった記載でございましたが、炭鉱歴史資料館や郷

土館を再開すべく整備していくと修正しておりま

す。炭鉱歴史資料館の資料などは、ことし７月開館

いたしました赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設にて展

示をしておりますが、郷土資料につきましては今後

所管課にて具体的な検討になるものと考えておりま

す。 

 なお、当初の計画からの文言整理箇所はほかにも

ございますけれども、修正箇所は以上の３件と理解

しております。今後修正もあるものというふうに思

いますが、ご理解いただければと思います。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 当初の計画から文

言整理、ほかにもありますけれども、具体的な変更

は今挙げた３件ということだったと思います。その

３件もＫＰＩでいえば街路樹等整備、これは平成28

年で既に達成済みのもの、サ高住整備や郷土歴史・

文化館整備の２つは29年まで0.0％のままとなって

おりまして、その具体的な変更も現状意味がない状

態ではないのかなというふうに思います。 

 検証会議でどうやったら実現するのか、また達成

していないことによる人口減少へのマイナス影響は

どのぐらいあるのかなど、しっかりと検証をされて

いくべきだと思います。その上で修正や変更をして

いくものだと思いますが、お考えをお聞きします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 事業概要の修正等につい
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ての再質問でございますが、ナンバー50の街路樹等

整備事業につきましては、虹かけ橋のたもとからバ

イパスまでの間へヤマモミジ51本の植樹をいたしま

して、事業への着手が目標ということからＫＰＩは

達成となりますけれども、引き続き市街地区での景

観整備といった取り組みをするべく修正を行ったも

のでございます。 

 また、ナンバー35、サ高住整備につきましても入

居費用の低減を図る制度の創設を検討しているとこ

ろでございまして、目標をどのようにするのかも含

めて検討しております。 

 ナンバー55、郷土歴史・文化館整備事業でござい

ますが、赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設がことし７

月に開館いたしましたので、目標であります平成31

年度までに１カ所整備というものでありますから、

そういった意味では達成していると言えるのかもし

れません。 

 戦略会議及びみらい部会によります効果検証と議

会のご意見を踏まえながら、引き続き各施策に取り

組み、最終目標であります人口減少の克服というゴ

ールに向かってしっかりと進んでまいりたいと考え

ております。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 最終年度に向けた

検証会議となりますので、今述べられたように人口

減少にこの効果が期待できるような修正や変更とい

うものを重点を置いてやっていただきたいというふ

うに思います。 

 次の質問に移ります。項目の４です。市内企業へ

の転入出調査について、要旨の１です。人口減少対

策の総合戦略が市内企業に働く方々にとっても魅力

のあるものとなっているのかどうか、これは地元企

業と一緒になって赤平市の過疎化を食いとめていく

大きなポイントだと思います。ことしの第１回定例

会で私の質問に対して市長は、市内企業の従業員の

約半数は市外から通勤している状況であり、各企業

の協力をいただきながら市内への誘導を検討してい

く、市内企業への転入出調査についてはヒアリング

までで数字の把握には至っていないことから、きち

んと調査をして今後に生かしていくと答弁をされて

います。総合戦略の最初の期間、先ほどから何度も

言っていますが、来年度を残すのみとなったわけで

すが、このタイミングで行わないで一体いつ行うの

だということだと思うのです。データもとらずに検

証会議を行っても効果が得られる改善にはつながら

ないのではないかと思います。つまり検証会議の議

論の土台となるべきものではないかというふうに考

えます。 

 そこで、もうこれ３回目くらいの質問に、問いか

けになりますけれども、調査のほうは行ったのかお

伺いします。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） 市内企業への転

入出調査についてお答えをさせていただきます。 

 これまでも議員のほうから市内企業の転入出の調

査を行った上で検証を行い、施策を生かしていくべ

きとご指摘をいただいているところでありますが、

今年度において労働基本調査の実施にあわせ、転入

出を調査する予定でおります。その前段として、４

月に産業振興企業協議会を中心とした調査を行いま

した。その中では、雇用の状況といたしまして、新

規採用された人数と離職された人数はほぼ同数とい

う状況でありました。また、転入出の状況につきま

しては、平成29年度中の赤平への転入者は26名に対

し、市外への転出者は８名と転入者のほうが多い結

果ということになりました。しかしながら、退職を

含めた離職者の方の動向は加味されていない、また

製造業だけでなく、その他の業種の企業まで調べ切

れていないということから、今年度９月に実施いた

します労働基本調査において各企業における転入出

の状況調査項目を設けて離職者の転出状況も確認

し、実態の把握に努めてまいりたいと思いますので、

ご理解いただきますようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 結論からいうと、

数字での把握というのは今月か来月ということにな



 －89－ 

るのかなと思います。 

 しかし、今答弁にありましたけれども、離職者の

動向を含まずに、主に製造業中心だったということ

だと思うのですが、転入者のほうが若干多いという

のは総合戦略の施策が効果をあらわしているという

ことのあらわれかなというふうに思います。一方で

その退職者の動向、転出理由などをしっかりと調査

できるところは調査していかなければいけないのだ

ろうというふうに思います。この調査の結果ですけ

れども、ことしの検証会議に反映できる時期に取り

まとめできるのかお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） ９月に行う労働

基本調査の結果がことしの検証会議に反映できる時

期に取りまとめが行うことができるのかということ

でありますが、例年よりも回収の時期を早めて各企

業に案内をしておりまして、検証会議に反映できる

時期までに取りまとめを行いたいと思いますので、

ご理解いただければと思います。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 例年より早めてや

っているので、取りまとめが可能ではないかという

ことでした。ニーズに合わせて施策の修正というも

のにつながると思いますので、市内企業の実態把握、

協力要請、総合戦略の推進にとって最も重要になり

ますので、しっかりと行っていただきたいというふ

うに思います。 

 次の質問に移ります。件名の２、公共施設等総合

管理計画について、項目の１、マネジメント会議に

ついて、要旨の１です。公共建築物の総量延床面積

を2025年には2015年時点から20％削減することを数

値目標に公共施設等総合管理計画が策定されまし

た。全庁的な取り組み体制の構築としてマネジメン

ト会議を設置し、公共施設に関する情報の共有、一

元化、定期的更新と施設管理の進捗状況把握と計画

の改善を進めていくということになっております。

昨年12月第４回定例会において、まだ立ち上がって

いないということを確認しましたが、関係各課と検

討を進めているということでした。 

 この計画においての長寿命化、老朽化対策などに

は公共施設等適正管理推進事業債、充当率90％、交

付税措置率が30％から50％というものがあり、国も

積極的な活用を呼びかけています。しかし、除却事

業には交付税措置はありません。過疎債のほうがよ

り有利になりますが、こちらも除却事業は対象外と

いうふうになっております。つまり20％削減するた

めには、一般財源を捻出する必要がどうしても出て

くると。どのように計画していくか、全庁的に議論

もしていかなければならないと思います。先日、議

会報告と意見交換会でも市民の方から実質公債費比

率は大丈夫なのかといった意見が出されていまし

た。マネジメント会議のほうは立ち上がって議論が

進んでいるのかお伺いをしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 公共施設等総合管理計画

の庁内マネジメント会議についてでございますが、

公共施設等総合管理計画の中で今後の進め方といた

しまして、仮称ではありますが、公共施設等総合管

理計画庁内マネジメント会議において計画の改善等

を進めていくとしております。ことし７月の庁議の

中で、赤平市公共施設等総合管理計画に基づく庁内

マネジメント会議の設置について提案したところで

ございまして、正式にはこれからの立ち上げとなり

ますけれども、この会議は副市長を議長とし、関係

する各課を横断した組織とするべく、現在準備を進

めているところでございます。 

 なお、議員ご指摘にありました公共施設等適正管

理推進事業債の対象事業には除却事業が地方債の特

例として創設されましたが、基本的に地方債発行の

目的は公共施設の建設や料金収入がある公営事業な

どの経費に充てるというものであります。つまり地

方債で施設の解体費を賄うということは、将来に負

担を回すとして禁じられてきた経緯がありますこと

から、除却事業が地方債の特例とされたことは国の

大きな発想の転換があったと考えられます。しかし

ながら、現時点では議員ご指摘のとおり除却事業の
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地方債につきましては交付税措置がされておりませ

んので、慎重な検討をしなければならないものであ

ると考えております。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 マネジメント会議

については、まだ検討段階ということですね。 

 前者の質問の答弁にもあったのかなと思いました

けれども、公共施設については炭鉱遺産ガイダンス

施設が建ち、統合中学校と新設が続いて、今後も統

合小学校が予定をされています。一方で、遊休施設

となったものについては除却、売却がなかなか進ま

ないと、逆にふえているのが現状ではないかと思う

のです。なぜこのような状況になっているのかとい

うことなのですが、どういう考えなのか、この理由

をお伺いしたいのです。 

 そして、この除却に財源的なメリットがないとい

うのは今のやりとりで明らかになったと思います

が、このままでは公共建築物の総量20％削減という

ことはなかなか不可能に近いのではないかというふ

うに考えられます。見通しとして、どう考えている

のかもあわせてもう一度お伺いしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 遊休公共施設が多くある

が、除却、売却が進まず、ふえている状況となって

いる理由と今後の見通しについてでございますが、

大きい枠組みで考えますと現在の自治体の現金主義

会計にあるのではないかと考えられております。自

治体の保有する建物など公共施設等の老朽化対策が

大きな課題となっており、そのために早期の実態把

握をする必要がございます。この実態把握のために

発生主義会計の考え方の中で適正な期間損益計算、

特に資産の購入金額を耐用年数によって費用配分す

る考え方が必要であり、資産を把握するための固定

資産台帳の整備と複式簿記の導入が必要であると考

えられております。今後の見通しでございますが、

以上のようなことも踏まえ、庁内マネジメント会議

の中で検討し、公共施設の適正な管理に鋭意努力し

てまいりたいと考えております。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 自治体の現金主義

会計に問題をすりかえてしまうと、全ての自治体が

同じような状況なのだからという話になってしまう

のです。もともと発生主義会計であったら、ここま

で遊休施設がふえなかったのではないかというよう

な議論に陥りかねないですよね。私が言っているの

は、除却や跡地利用などを考えた公共施設計画がな

かった、あるいはできなかったからではないかとい

うことなのです。平成19年の公共施設改革、平成24

年の遊休公共施設等整備計画、これが具体的に進ん

でいない理由は何なのかということだと思うので

す。これから20％削減を実現するために、具体的に

何が必要になってくるのか、そういった議論が必要

なのではないかということなのです。そういった見

通しを立てるということが大事であって、計画を立

てれば、策定すればよしという問題ではないという

ことは今までの議論でも明らかになっているのだと

思います。新しいものを建てて、古いものは使わな

くなってコンパネを張ってそのままと、これでは何

も解決はしないと。市民の方々の不安というのは、

そういうところにあるのです。建物はそのまま、新

しいものの借金が残る、この先どうしていくのだと。

それで先ほどの意見交換会で出たような質問が出て

いるのが現状です。そういうところを根本的に考え

直していく必要があると思うのです。それで、今重

要になっているのが個別計画というほうになると思

いますので、次の質問をさせていただきたいと思い

ます。 

 項目の２の個別計画です。要旨の１、平成28年の

４月に公共施設等総合管理計画策定されました。２

年半経過して今後どのように改修、集約、売却、除

却をしていくのか、大まかな方針がこの計画にあり

ます。ですが、午前中からも質問の答弁の中にあり

ましたけれども、既に変わってきている部分という

のが結構あります。私も昨年の12月第４回定例会で

そういった指摘をしました。例えば市長からは、早

期に住赤小を除却して、その土地代を炭鉱遺産に充
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てるといった発言がされたこともありました。実際

は、まだ着手されておりません。平岸児童センター

の存続についても今複合施設への移転ということで

遊休施設となってしまった。子育て支援センター、

これはこれに載っていませんが、コミセン別館に一

時移転をしている。最近一番大きかったのが児童福

祉施設整備計画、これが昨年度中に策定するといっ

たものがその後撤回をされ、今では今年度中という

ことになり、認定こども園は現在白紙の段階という

ことです。 

 私は、個別計画を早期につくる必要があるという

ことを前から言っていますが、改めて指摘をしたい

というふうに思います。国は、2020年度までに策定

するよう求めておりますが、昨年12月に所管課が個

別計画を策定し、具体的な作業に入っていくという

答弁をいただきました。その後、どのような状況な

のかお伺いしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 公共施設等総合管理計画

に係る個別計画についてでございますが、個別施設

ごとに点検、診断によって得られた各施設の状態や

維持管理、更新等に係る具体的な対応方針を定める

計画であると考えております。 

 当市は、大量の公共施設を保有しておりますし、

解体予定施設につきましても土地賃借料の削減や安

全確保のため早期に解体を実施することが望ましい

ものの、解体費の予算措置が課題となっているもの

が市内に多く存在しております。施設総面積の圧縮

は、主要なメニューとして実施を検討してまいりま

すが、例えば統廃合ですとどの施設とどの施設との

組み合わせなのかという点での選択肢が多数存在す

ることですとか、それぞれの施設利用者もいらっし

ゃいますので、簡単には統廃合への合意形成ができ

ないと考えております。 

 全庁的な課題となっている公共施設マネジメント

でございますが、先ほど申し上げました庁内マネジ

メント会議の中で個別計画などの情報の共有と効率

的な意思決定の仕組みを検討してまいりたいと思い

ます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 個別計画もこれか

らということになります。施設総面積の圧縮は主要

なメニューということですが、市民生活に直結する

ものや災害時避難所となるようなものなどについて

は、やはり答弁にありましたように統廃合の合意形

成は極めて大変になってくると、重要になってくる

というふうに思います。その合意形成が簡単ではな

いということをわかっていらっしゃるのであれば、

なおさら早目に計画を立てていく、地域住民の声を

聞いて反映させていく必要があると思います。 

 大阪北部地震、西日本豪雨、台風21号、そして胆

振東部地震と大きな災害が続いております。台風21

号の影響では、１週間も停電が続いた地域もあった

と聞きます。今回の胆振東部地震で、北海道はブラ

ックアウトを経験しました。赤平市も11時間ほど停

電が続くという経験がありました。今こそ私は国の

地方創生メニュー、交付金等ではなく防災、減災、

そういった方向に公共事業を転換していくべきでは

ないかというふうに思います。今後の個別計画もそ

の住民合意もそうですけれども、そういった方向に

向かっていくべきではないかと思いますが、考えを

もう一度伺います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 早目の個別計画の策定と

防災、減災への公共事業の転換等についてでござい

ますが、公共施設につきましては１度整備されます

と売却や除却されることは民間施設に比べると発生

しにくいと考えられます。また、その公共施設が存

続する間、施設を活用した事業につきましても同時

に存続する傾向にあるため、施設が存在することで

生じる将来の資金の流出、キャッシュアウトフロー

というふうに言われると思いますけれども、現時点

で将来の税収とも言えますが、歳入をかなり確実に

拘束することが言えると思います。しかしながら、

議員のご指摘にもありますが、市民生活に直結する

ものであれば、たとえ将来の歳入の使い道が現時点
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で拘束されてしまうからといって全てが否定される

ものではないと考えております。したがいまして、

防災、減災といったことも念頭に入れながら公共施

設マネジメントに取り組んでまいりたいと思いま

す。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 会計的な話もまた

出ていましたけれども、確かに維持管理費というも

のも存在しますし、ただそういったものは建設時に

審査をしっかりしているわけですけれども、ただ結

果、今こうなってしまっているので、今までの審査

がどうだったのかということは考えなければならな

いのかなというふうに思います。 

 私が言いたいのは、防災拠点となる施設の集約あ

るいは分散配置とか、災害時の避難所となる機能を

付加するような改修、その国の予算措置があるよう

なものと個別計画を少しリンクして考えていくこと

が必要なのかなと、財源的にもそういうことが必要

になってくるのではないのかなということと、それ

と避難施設の集約というのは先ほども言いましたけ

れども、地域住民の暮らし最優先で考えなければい

けない。遠くなる、近くなる、いろいろあります。

住民合意を得るように計画を立てていかなければな

らないということだと思うのです。小中学校は、も

う一定のめどが立ったというふうに思いますが、幼

稚園、保育所あるいは廃校というか、閉鎖された学

校、除却をできていない学校、あるいは児童館など

とあわせて各町内会館などについても災害対応とい

った側面をしっかり考えて個別計画に反映させる

と、スピード感を持って個別計画のほうを立ててい

っていただきたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。件名の３です。地域医療・

介護について、項目の１、エリアサポーターについ

てお伺いします。要旨の１です。平成30年度の養成

講座が終わりました。23名のエリアサポーターが生

まれました。平成28年から合わせて131名となり、赤

平市の要支援１、２の方への生活支援サービスある

いは地域での見守り、介護予防運動教室や高齢者の

ひきこもりの解消、地域交流サロンなどの担い手が

さらに広がったことになります。課題としては、６

地区のエリアサポーターの偏在も若干見られている

ということやエリアサポーターの方々の平均年齢が

高いというところが少し気になるところではないで

しょうか。それでもエリアサポーター養成講座を受

け、積極的に地域交流や介護予防運動などに参加を

されている方がどんどん今ふえている。これだけふ

えているということは、生きがいを持って健康な生

活を送りたいという元気な高齢者の方々がたくさん

いることのあらわれだと思います。今後の活動推進

に当たって働く世代の取り込み、参加を促すために

も市内企業への協力、これをお願いしていく必要が

あるのかと思いますけれども、今後の方針について

お伺いをしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（千葉睦君） エリアサポータ

ーの働く世帯の参加についてお答えさせていただき

ます。 

 エリアサポーターは、元気な高齢者が心身に不安

を抱える高齢者を支えるだけでなく、自分自身が張

り合いや生きがいを感じ、社会参加できることを目

的に平成28年度より赤平市社会福祉協議会に委託

し、養成講座を開催してきました。サポーターの年

齢構成ですが、20歳から50歳代の若い方が約１割、

60歳代が３割、70歳代が５割、80歳代が１割となり、

60歳から70歳代の高齢の方が中心ではありますが、

さまざまな年代の方が協力し、行っています。今後

としましては、養成されたサポーターの方が健康で

お互いを支え合い、孤立する人がいない地域を目指

し、活動されている現在の活動をいかに継続してい

くかが課題になるかと思われます。できるだけ全地

域に配置されるようサポーターの数をふやしていく

ことも重要ですが、次年度は現在のサポーターの方

への支援体制の見直しや情報交換、研修等を検討し

ているところです。 

 若い世代の方がサポーターに参加されることは、

幅広い年代の方が高齢者を支える仕組みとして大変
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有効と思いますが、働いている方が多いため、忙し

い時間の中でどのようにボランティアとして参加し

ていただけるか課題が多いと感じております。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 継続が重要と言っ

ておりますが、来年度はサポーター養成で数をふや

すのではなく、スキルアップを目指すような内容だ

ったと思います。情報交換や研修等を検討している

ということでした。確かに大切な取り組みと言える

と思います。ふまねっとやゆる元の指導者資格を取

った方々の中には、地区を越えて研修や交流をして

いる方もいらっしゃいます。ほかの地区で行ってい

る取り組みを学び、そういう機会がふえれば、さら

にお互いに向上する可能性もあると。エリアサポー

ターがふえなくても地域の参加者の方がふえていけ

ば、それもまたいい効果の一つかなというふうには

思います。そちらのスキルアップのほうも進めてい

っていただきたいというふうには思います。 

 しかし、やはり若い担い手をふやすというだけの

意味ではなくて、地域に根づいた地域企業、地元企

業や事業者との連携というのは、人口減少になかな

か歯どめがかからない地域の暮らしを支えていく大

きな力になっていくのだと思うのです。菊島市長が

よくおっしゃいますけれども、市民力、産業力、行

政力と。産業力というのは、こういったところで協

力要請し、それに応えていただけるということも入

ってくるのではないのかなと私は思うのです。介護

健康推進課だけでは、やはりなかなかその企業さん

に赴いてというのも難しいのかもしれませんが、社

協や商工労政観光課であったり商工会議所など橋渡

しをしてもらうなど、そういった横の連携というの

を模索してみてはいかがかと思いますが、どうでし

ょうか、考えを伺います。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（千葉睦君） お答えさせてい

ただきます。 

 地元企業や事業者との連携についてですが、まず

は議員がおっしゃるとおり商工労政観光課や社会福

祉協議会、商工会議所など、まずは横の連携を模索

してまいりたいと考えております。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 担当課では、連携

を考えたいというふうに言っています。なぜこのよ

うな提案をしているかと言いますと、今言ったよう

に人口減少、なかなか歯どめがかからない中でエリ

アサポーターさん自身が転出をされてしまう、ある

いは病気などで活動ができなくなってしまう、そう

いったことも想定されるわけなのです。継続が大事

ということをわかっていらっしゃるのであれば、や

はり担い手の確保ということも継続していく必要は

あるのだと思います。 

 実は、ことし３月に策定されました第７期赤平市

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画でもエリア

サポーター養成講座の成果目標として平成31年が20

人、平成32年が20人と、こう定めています。スキル

アップは先ほど言ったように大事ですけれども、こ

としの３月に策定された計画で定めているその目標

数値をすぐに変更してしまうということには若干抵

抗も感じますので、担い手を確保していく努力とい

うのはぜひ続けていただきたいというふうに思うの

です。今町内会活動でも若い方、若い世代の参加を

希望する声というのがすごく多いわけであります。

市内企業への協力要請というのは、このエリアサポ

ーターのみならず、地域コミュニティ全般における

課題だと思うのです。市長、ぜひリーダーシップを

発揮していただいて、副市長を中心に全庁的にこう

いった問題を推進していただきたいというふうにこ

の場でお願いをしたいと思います。 

 次の質問に移ります。項目の２です。国民健康保

険についてお伺いします。要旨の１です。国民健康

保険が都道府県化され、政府は２年目となる来年度

からの算定作業に向けた備えを自治体に求めており

ます。保健所努力支援の中で、自治体の医療の抑制

や保険税の取り立ての強化などが心配をされており

ますが、基本的人権の尊重を脅かすようなことがあ

ってはならないと思います。赤平市においても改め
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て適正な対応というのをこの場をかりて求めたいと

いうふうに思います。 

 一方で、保健所努力支援の中に特定健診、保健指

導があります。こちらは、早期発見、重症化を防ぐ

ことなどにつながる取り組みとして積極的に行って

いくべきと考えます。赤平市の取り組みは、アンケ

ートや電話、はがきなどでの勧奨などを取り入れて

行ってきていると聞いておりますが、受診率はそれ

ぞれどのようになっているのかお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 特定健診、保健指

導の受診率につきましてお答え申し上げます。 

 特定健診、特定保健指導につきましては、昨年度

までは５年ごと、今年度以降は６年ごとに実施計画

を策定いたしまして、健診項目や実施方法、目標と

する受診率等を定めて毎年計画的に進めているとこ

ろでございます。特定健診の受診率に関しましては、

制度開始当初より右肩上がりで推移しておりました

が、平成25年度の44％をピークに、以降40％前後の

推移となってございます。このため、平成27年度以

降は特定健診未受診者対策の一部を外部委託いたし

まして、電話による受診勧奨やはがきによる健康増

進に関する情報提供などにより受診率の向上に努め

ております。 

 特定保健指導の実施率につきましては、おおむね

30から40％程度で推移しておりましたが、ここ数年

は20％台となっております。こちらにつきましては、

毎年同じ被保険者の方が保健指導の対象となる傾向

にあるため、受診希望者の求める保健指導となるよ

う創意工夫をしながら取り組んでおります。 

 以上、よろしくご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 毎年同じ被保険者

の方が保健指導の対象となるような傾向が続いてい

ると、受診率の伸び悩む原因だということだと思い

ますけれども、私も身をもって経験しているのでよ

くわかるのですけれども、保健指導を受けた後、改

善は見られるのです。ただ、次の年は自分で気をつ

ければいいと思ってしまったりするわけです。しか

し、実際は指導を受けているときのようになかなか

意識して生活をできないというところが問題なのか

なと思っております。同じような結果が出て、また

対象者になってしまうということだと思うのです。 

 特定健診は、今答弁にもありましたが、受診勧奨

の工夫など今の取り組みを継続していくことでキー

プできるのかなというふうには感じますが、保健指

導のほうはなかなか難しい現状もあります。これ対

象者が少なくなれば、受診率は上がっていくことに

自然になると思うのですけれども、いかに対象者を

減らしていけるかと。つまりは、いかに健康に気を

つけた生活を意識づけできるか、継続することの難

しさを克服できるかというところがやっぱり鍵にな

ってくるのかなと。そういったところを着目して工

夫していただいて、保健指導をしっかり引き続き取

り組んでいただきたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。要旨の２です。家族の人数

に応じて保険税がふえるいわゆる均等割という仕組

みですけれども、国民健康保険以外の健康保険には

ありません。税という観点からそういった形態がと

られているのではないかと想像しますが、それでも

多子世帯にとっては過度な負担につながっていま

す。全国知事会なども政府に対して、子供の均等割

への減免を要望しております。また、国民健康保険

の都道府県化に伴い、2018年度からの支援金には子

供の人数に着目した配分もあることから、これを活

用して第３子からの均等割を全額免除する自治体が

出てきております。所得制限などがあるとかないと

いう違いはありますが、北海道では旭川市、福島県

の南相馬市、埼玉県のふじみ野市などで実施されて

おります。子供がふえれば家計が厳しくなるという

仕組みは、その仕組み自体が国の制度になっている

わけですから、本来はやっぱり国がまず見直してい

ただくべきことかなと思いますけれども、全国の自

治体が取り組んでいくことによって国の制度が変わ

っていく例もあります。赤平市も子育て支援に積極
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的に取り組んでいるということから、多子世帯の負

担軽減、均等割の免除、減免について検討してみて

はどうかと思いますが、考えを伺います。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 多子世帯への負担

軽減の取り組みでございますが、ご指摘のとおり国

民健康保険につきましては被保険者数に応じて保険

税負担がふえる仕組みとなっておりまして、他の健

康保険とは異なっておりますが、制度設計の背景が

異なる上、国民健康保険法による決定事項となりま

すので、ご理解いただきたく存じます。 

 多子世帯への負担軽減策として当市の被保険者の

現状でございますが、赤平市の18歳以下の被保険者

数につきましては今年度でおよそ100名、被保険者全

体の４％程度を占めております。また、多子世帯と

いうことで明確な基準はありませんが、第３子以上

を対象世帯として考えますと今年度では６世帯、９

名が該当となってございまして、これら全てを多子

世帯への税負担軽減策として保険税を免除した場

合、１人当たりの均等割額２万3,100円を乗じるとお

よそ20万円程度の減収と推計されるところでござい

まして、制度の導入につきましては今後の状況を鑑

みて運営協議会等で協議してまいりたいというふう

に考えてございます。 

 以上、よろしくご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 国保の世帯は、子

供がふえれば負担もふえると、少子化に歯どめがか

かるわけがないのではないかというふうに思うので

す。国の制度改革を待っているだけではなくて、独

自の子育て支援策として取り組むことで赤平市の子

育て支援がさらに進んだ取り組みとなる、先進事例

となっていくのではないかというふうに思います。

今答弁で、試算では20万円ほどの減収になるのでは

ないかという試算でしたけれども、全体的には大き

な減収額ではないと思います。しかし、世帯で見れ

ば今数字ありましたけれども、かなり大きな負担減

につながっていくのではないかというふうにも思い

ます。運営協議会のほうで、ぜひしっかりと検討を

していただきたいというふうに申し上げて質問は終

わります。 

 件名の４、地域共生社会の実現について、項目の

１、特別障害者手当についてお伺いをします。要旨

の１です。赤平市障がい者基本計画では、高齢者介

護と発達障がい児の子育てを行うダブルケアの家庭

があったり、精神疾患やがん、難病の患者などに保

健医療や就労など複数分野にまたがって支援する必

要があり、絡み合うさまざまな課題に対して複合的

に支援する仕組みづくりが求められていると。行政

においては、障がい者施策だけでなく、子ども・子

育て支援や保健医療施策、介護保険制度を初めとし

た高齢者施策等とも連携をし、一人一人の複合的な

相談、課題に相談対応できる体制が求められている、

こう述べてあります。共生社会の実現に向けて、し

っかりと体制をつくっていただきたいと思います。 

 そして、身体または知的、精神に重度の障がいが

あり、日常生活に常に介護を必要とする20歳以上の

在宅の重複重度の障がいのある方に対して支給され

る手当が特別障害者手当です。これは、国の制度で

ありますが、該当する介護家庭にはまだ十分に周知

されていないという例もあると伺っています。赤平

市では、この特別障害者手当の周知をどのように行

っているのかお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 特別障害者手当に

ついてお答えさせていただきます。 

 特別障害者手当につきましては、議員がおっしゃ

いますとおり精神または身体に著しい重度の障がい

を有し、日常生活において常時特別の介護を必要と

する在宅の20歳以上の方に支給される制度となって

おります。介護家庭に対する制度の周知につきまし

ては、身体障害者手帳等の交付の際、重度の障がい

者やそのご家族の方に制度の周知を行っておりまし

て、またケアマネジャーや介護支援員等の研修会で

市の障がい者福祉担当より制度の説明をし、周知を
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図り、手続の説明を受けることを希望する重度の障

がい者やそのご家族の方へ市社会福祉課へご紹介い

ただくようお願いしているところであります。ご理

解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 身体障害者手帳の

交付の際に制度の周知を行っていると、ケアマネや

介護支援員に希望される方の紹介をお願いしている

ということだったのですが、手帳交付のときに１回

で果たしてこれ十分と言えるのかどうか。また、希

望する方ということですから、既に制度のことをわ

かっているから希望してくるわけでありまして、介

護支援員が積極的に制度の説明をしているというこ

とではないのではないかと思います。 

 私が言っているのは、その制度をよく理解してい

なかったり、制度自体を知らないという方がまだ多

くいる、そういう懸念があるということです。そう

いう周知では十分とは言えないのではないかと思い

ます。広報、ホームページなども活用して周知され

ている自治体もありますが、そういったお考えはな

いのか、もう一度お伺いをしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 障害者手当につき

ましては、該当される方がごくわずかでございます

ので、重度の障がい者ということで特定されるわけ

でございますが、より周知されますよう広報あかび

ら及びホームページ等を通じて十分に周知できるよ

うに、またほかの方法で何かよい周知方法はないか

どうかちょっと研究してまいりますので、ご理解い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 よろしくお願いし

ます。 

 次の質問に移ります。項目の２です。手話の普及

・周知について、要旨の１です。手話条例が施行さ

れ、広報あかびらの手話にチャレンジのコーナーも

２年目に入っております。ことしは、手話通訳者養

成講座の受講者にも援助をするなど少しずつ手話環

境の整備は進んできていると感じております。 

 そこで、市民への普及、周知という面においてな

のですが、自治体職員向けや大型店舗従業員向けの

手話研修をしている先進事例を示し、昨年の12月第

４回定例会で私は提案をしましたが、一定の人数が

まとまれば出前講座を行っていく、あるいは庁議で

各課が所管する団体への講習会開催について知らせ

たという答弁をもらっていました。そのときも積極

的に行っていく姿勢が見えないので、ぜひ強く進め

てほしいということを要望しましたが、その後出前

講座の実施や研修会の開催はないのではないかと思

います。改めて進捗状況はどうなっているのかお伺

いします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 手話の普及、周知

についてお答えいたします。 

 昨年４月に赤平市思いやりあふれる手話言語条例

が施行されておりますが、その後の普及、周知の進

捗状況のご質問でありますが、出前講座の開催も講

習会開催時の手話通訳者等の派遣も現在のところ要

請がなく、実施に至っていない状況になっておりま

す。これらの原因は、市民の同条例に対する認知度

が低いということも考えられますことから、効果的

な手話普及啓発にはどのような方法があるかなど赤

平手話の会などと協議も検討しておりますので、ご

理解いただきますようよろしくお願い申し上げま

す。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 市民の方々の条例

に対する認知度が低いということが考えられるとい

うことなのですね。市民の方が手話に触れるといい

ますか、知る機会をふやしていかなければ認知度が

上がるはずはないというふうに思います。出前講座

等も要請がないからといって待っているだけでは、

実施には至らないというのはある意味当然なのでは

ないかというふうに思います。 

 例えば手話条例の先進自治体である石狩市では、

15ページのパンフレットをこのように作成し、ホー
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ムページからダウンロードできるようになっており

ます。近隣では、上砂川町でことし初心者のための

手話講座というのを開き、これが好評で講座数を延

ばした、延長したという話も聞きました。私も１回、

その初心者のための手話講座に見学に行ったのです

けれども、本当に子供から高齢の方まで楽しそうに

手話を学んでいらっしゃいました。中には、ことし

初めてこういうのを受けたけれども、検定試験を受

けてみたいと。ことし来月ある検定試験を受ける方

なんかも出ていたということでありました。 

 このように行政の仕掛けといいますか、取り組み

次第で認知度というのは変わってくるのではないか

ということなのです。手話の会との協議も検討して

いるというお話がありましたが、来年度に向けてこ

ういった具体的な取り組みを行っていっていただき

たいというふうに思いますが、時間もないので、最

後要望だけさせていただきますが、来年度は総合戦

略の最終年度ということで、当然骨格予算というこ

ともあります。戦略以外の予算というのは、なかな

かつかないのかもしれないと。ただ、地域共生社会

の実現ということは総合計画の中の障がい者施策の

総合的な推進と位置づけられた基本計画、ここの重

要な部分でもあります。誰もが安心して暮らせる地

域を目指して、手話関連の施策の推進にもぜひ力を

入れていっていただきたいということを最後に要望

させていただいて、私の質問を終わりたいと思いま

す。 

                       

〇議長（北市勲君） 以上をもって、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ３時１１分 散 会） 
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